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午後 １０時    開議 

○議長（行重 延昭君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 欠席の届け出のありました議員は、横田議員であります。また、執行部については、梅

田財務部理事が所用のため欠席する旨の届け出に接しておりますので、御報告申し上げま

す。 

────────────────────────────────────── 

  会議録署名議員の指名   

○議長（行重 延昭君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１４番、田中敏

靖議員、１５番、木村議員、御両名にお願い申し上げます。 

────────────────────────────────────── 

  一般質問   

○議長（行重 延昭君）  議事日程につきましては、昨日に引き続き一般質問でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより質問に入ります。最初は１１番、青木議員。 

        〔１１番 青木 明夫君 登壇〕 

○１１番（青木 明夫君）  おはようございます。民主・連合の会、青木でございます。

まず最初に、１月末にお亡くなりになりました中司実様の御冥福を心よりお祈りを申し上
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げます。 

 さて、１月２９日に鳩山総理の施政方針演説がありました。「いのちを、守りたい。い

のちを守りたいと、願うのです。生まれくるいのち、そして、育ちゆくいのちを守りた

い」「働くいのちを守りたい」「世界のいのちを守りたい」そして、「地球のいのちを守

りたい」このような思いから、平成２２年度予算を「いのちを守る予算」と名付けるとの

冒頭あいさつから始まりました。 

 続いて、「目指すべき日本のあり方」の最初に、インドのマハトマ・ガンジー氏の慰霊

碑に八十数年前に記された「７つの社会的大罪」を紹介され、目指すべき日本のあり方は、

「人間のための経済、再び」、「「新しい公共」によって支えられる日本」、「文化立国

としての日本」、「人材と知恵で世界に貢献する日本」、この４点を目指すべく日本のあ

り方の理念として示されました。 

 そして、「地域主権の確立」、「地域のことは、その地域に住む住民が責任を持って決

める。この地域主権の実現は、単なる制度の改革ではありません。今日の中央集権的な体

質は、明治の富国強兵の国是のもとに導入され、戦時体制の中で盤石に強化され、戦後の

復興と高度成長期において因習化されたものです。 

 地域主権の実現は、この中央政府と関連公的法人のピラミッド体系を、自立的でフラッ

トな地域主権型の構造に変革する、国のかたちの一大改革であり、鳩山内閣の改革の一丁

目一番地です」、「地域主権を支える財源についても、今後ひも付き補助金の一括交付金

化、出先機関の抜本的な改革などを含めた地域主権戦略大綱を策定します」、「新しい時

代にふさわしい地域の絆の再生や成長の基礎づくりに取り組みます。本年を地域主権革命

元年とすべく、総力を挙げて改革を断行してまいります」、まあ、このような総理の施政

方針演説がありましたが、関係することも含めて、通告に従いまして質問いたします。 

 「いのちを守りたい」この言葉で最初に感じたのは、自殺という言葉でございます。今

年度の全国の自殺者数が、予測数字ですが３万６，０００人とも言われております。

１２年連続で３万人を超えております。遺族の心のケアも大きな問題となっております。 

 先日、新聞で、前原国土交通大臣が「父の自殺告白、３３年経たないと話できなかっ

た」という記事を目にいたしました。残された身内の方々の心労は大変なものがあると感

じた次第でございます。 

 防府市でも、防府警察署管内自殺者数は、平成１７年４０名、１８年１２名、１９年

３２名、２０年１６名、２１年２３名。男女別では、５年間で男性８７名、女性３８名。

原因、動機別では健康問題、そして経済、生活問題がほとんどを占めております。また、

自殺未遂者数は、その１０倍だとも言われております。政治とは国民の命を守ること、そ
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して財産を守ることでございます。 

 先日２月２３日に、山口県総合保健会館で、「山口県自殺対策フォーラム２０１０」が

ありました。タイトルは「男もつらいよ！男性更年期～からだとココロのＳＯＳ～」のフ

ォーラムへ参加してまいりました。防府署管内の自殺者数が男性８７名、女性３８名と紹

介いたしましたが、１０年間女性の自殺者数はほとんど変化がなく、中高年の男性自殺者

が増え続けているのが現状だと言われております。防府市でも、この数字が実証されるよ

うな割合になっております。 

 それでは、お伺いいたします。まず１点目といたしまして、「自殺対策基本法」につい

てお尋ねをいたします。平成１８年６月に「自殺対策基本法」が議員立法で国会議決され

ております。同年１０月には、内閣官房長官を会長にした各大臣で構成する「自殺総合対

策会議」が設置されております。 

 自殺対策基本法の目的は、「この法律は近年、我が国において自殺による死亡者数が高

い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方

公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等に

より、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対す

る支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実

現に寄与することを目的とする」とあります。 

 また、基本理念として、「自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべ

きものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取り組み

として実施されなければならない」から始まり、４項目で基本理念が示されております。 

 地方公共団体の責務として、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策につい

て、国と協力しつつ、当該区域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る」、まあこのように、地方公共団体の責務がありますが、防府市ではどのような取り組

みをされているのかお伺いをいたします。 

 ２点目といたしまして、自殺対策ゲートキーパー養成システムについてお尋ねをいたし

ます。自殺者数は、交通事故で亡くなる方の５倍以上であり、Ｇ８では自殺者数ではロシ

アが１位、日本は２位ということで、安易に看過できないのは間違いございません。自殺

総合対策大綱では、日本の自殺について、実態を明らかにして、国民一人ひとりの気づき

や見守るという力を育て、特に地域の中に自殺予防に関する中心的役割を担う人材を育成

し、心の健康づくりを進めるとともに、社会的資源の連携のもと、社会で自殺を防ぐ。さ

らに自殺未遂者や遺族のフォローもしっかり行うとあります。 

 この大綱を受けて、東京、大阪、北海道で自殺総合対策会議が設置され、総合的な自殺
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対策を推進しており、自殺の早期発見、早期対応を図るための重点施策として「ゲート

キーパー」の養成を進めている。ゲートキーパーとは、地域や職場、教育等の分野におい

て、自殺のサインに気づき、見守りを行い、専門相談機関による相談へつなぐ役割が期待

される人材でございます。行政で自殺対策ゲートキーパー養成システムに取り組んでいる

自治体もかなりありますが、防府市での実態をお伺いをいたします。 

 続きまして、子どものいのちを守るということで、最初に出産環境についてお尋ねをい

たします。去年の６月議会では山下議員、１２月は大田議員、重川議員が質問をされまし

たが、防府市においては、私自身はプライオリティー１位に位置するものと考えますので、

重複することもあると思いますが、改めて質問いたします。 

 総理の施政方針演説の中に、子どもの命を守るために所得制限を設けず、月額１万３，

０００円の子ども手当を創設しますとありますが、防府市にはそれ以前の問題があると思

っております。今、防府市の出生数は１，０００名前後で推移しております。これをベー

スに質問を進めたいと思います。 

 今、防府市の現状は、県立医療センターで分娩される方が約４００名、産婦人科開業施

設は１医院だけで、そこで１５０名。まあ近いうちに産婦人科を開業されるという、うれ

しい情報も伝わってきてはおりますが、現状では４５０名の方が防府市内では分娩できな

い、これが現実でございます。 

 山下議員の質問に対する答弁で、一昨年、山口市で６７名、周南市で４８名の防府の方

が分娩されているとのことでございました。ふるさと出産は、昔では当たり前のことでご

ざいました。嫁いで行った娘さんが、実家へ帰って安心してお産をする。この行為は、親

子のきずなをより強固なものにすると感じております。私自身、選挙の折に「家族宣言」

を発信してまいりますと約束をしております。看過できない事項なので質問をいたします。 

 まず１点目に、２月２５日に２回目の防府市長ローカル・マニフェスト市民検証大会が、

防府青年会議所主催のもとで行われ、１２項目のうち、４項目だけの検証でしたが、市長

マニフェストに「子育てに関して安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを

進めます」とあります。どのような安心した出産づくりを、出産環境づくりを進められた

のかをお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、医療現場では、１次医療はクリニックや医院、２次医療は救急

病院、３次医療は高度な医療機器を持つ医療施設と分類されます。県立医療センターは

３次医療施設で、分娩についても周産期母子医療センターでもあります。 

 去年の３月議会で、私自身質問をさせていただきましたが、県立医療センターは独立行

政法人化され、その後民営化されると思いますが、３次医療に特化する可能性について、
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仮にそのような事態になったときの対応をお考えですかとお伺いいたしましたが、特別な

回答はいただけませんでした。改めてお伺いいたします。 

 ３点目として、５年前には６施設あった防府市内の出産施設が、現在１施設になってお

ります。これは、防府市だけの問題ではありません。国全体で抱えている問題点だと認識

いたします。同僚議員のこの項の質問についても、「国や県と相談して」という答弁が目

立ちますが、相談しても果たして期待のできる回答をいただけるのかは、はなはだ疑問を

持っております。防府市の医師会にも出向いて、産科医不足に対する問題点をお聞きしま

したが、回答はありませんでした。 

 一般論になると思いますが、産科医は勤務が昼夜を問わない、そして不規則な上、激務

である。それに対する診療報酬が低い。そして、医療事故が起きると、訴訟リスクが高い。

医療全体で一昨年４０４件の医療訴訟があり、訴訟件数の３０％、１２２件が産婦人科に

対する訴訟でございました。 

 まあ、このような要因で産科医不足が起きていると思います。地域主権がスタートしよ

うとしております。それぞれの自治体の力量を問われようとしております。対応をお伺い

いたします。 

 ４点目といたしまして、宮崎県延岡市では、９月定例会で「延岡市の地域医療を守る条

例」が制定されております。行政と市民の責務や理念が明記されています。岩手県久慈市

では、９月定例会で「地域医療確保対策条例」を制定、千葉市では産科医等確保支援事業

を実施等、市町村での条例制定が進んでおりますが、防府市でも地域医療を守る条例制定

が必要と思いますが、お伺いをいたします。 

 ５点目として、子どもを育てる環境づくりについてお尋ねをいたします。平成２０年

１２月に導入された小児用ヒブワクチン。ヒブとは乳幼児の鼻の奥に潜んでいるが、時折

菌が増殖され、血液を介し全身に広がり、髄膜炎や肺炎を発症するもので、毎年約

６００人の子どもが発症し、２０人から３０人が死亡し、１００人以上が後遺症を患って

いるというデータが示されております。 

 ヒブワクチンは法定外予防接種、いわゆる任意接種のため、国の補助がなく、１回で８，

０００円から９，０００円前後を負担するようになります。基本的には４回ほど接種しな

ければならないもので、宇部市では４月より１回につき４，０００円を補助することが決

まっております。 

 ことし２２年春までには、乳児向け肺炎球菌ワクチンが販売開始予定ですが、乳幼児の

肺炎球菌による髄膜炎は極めて重い病気で、１０から３０％が死亡、３０％で後遺症が残

ると言われております。これもヒブワクチン同様、４回の接種が必要とされております。
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防府市として補助金の対応が可能かどうかをお伺いいたします。 

 先日の防府市長ローカル・マニフェスト検証大会で、地産地消の推進の項で、宇部市の

取り組みが紹介されました。そのとき市長コメントで「宇部市でできるものが防府市でで

きないわけがない」との回答でございました。大変力強い回答でございましたが、改めて

お伺いをいたします。 

 以上で、壇上よりの質問を終わらせていただきます。執行部におかれましては、誠意あ

る御答弁をよろしくお願いをいたします。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  私からは、子どものいのちを守りたいの御質問にお答えいたし

ます。 

 まず１点目のお尋ねの、子育てに関して安心して子どもを産み、育てることのできる環

境づくりをどのように進めたのかということについてお答えいたします。 

 現在、本市におきましては、県立総合医療センターを除き、１カ所の産婦人科医院でし

かお産ができない状況になっております。御指摘のとおりでございます。市民の皆様が安

心して出産できる医療体制を整備することは、極めて重要な課題であると十分認識いたし

ております。 

 本市といたしましては、今年度から、産科医院より分娩を取り扱う医師や助産師に支給

されます分娩手当に、補助を行う「産科医等確保支援事業」を予算化いたしました。また、

市内の新たな産科医療施設の確保につきましては、これまで幾度となく県や防府医師会を

はじめ、産婦人科関係者などと協議を重ねてきたところでありますが、このたび１医療施

設より、近々市内に産婦人科医院を開設したいとの申し出がございました。本市といたし

ましては、待ち望んでいたことでもありますので、県や防府医師会など関係機関と協議を

行い、できるだけ早く開設できますよう、市としての同意書を山口県医師会に早速提出し

たところでございます。今後ともスムーズに早期開設につなげられますよう、最善の努力

をしてまいりたいと存じます。 

 続きまして、２点目の県立総合医療センターの３次医療特化についての御質問でござい

ますが、県立病院改革プランによりますと、県立総合医療センターの地方独立行政法人化

は、病院経営運営上の課題を解決し、病院を取り巻く環境が大きく変化しても、良質な医

療を将来にわたって安定的かつ効率的に提供するために行うものとされております。 

 したがいまして、法人化後、３次医療へ特化するということは伺っておりませんが、県

立総合医療センターは、市民の受診率が大変高く、重要な医療施設でありますから、去年
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の３月議会で申し上げましたとおり、今後の推移を慎重に注視しまして、市民の安心・安

全な医療確保ということにつきまして、県に要望すべき状況が生じたときには、医師会な

ど関係機関と連携し、迅速かつ積極的に対応してまいります。 

 次に、３点目の産科医不足に関して、今後の防府市の対応についての御質問でございま

すが、このことは、医療行政を担っておられる国・県の役割が大変大きいと存じますので、

産科医の増員や適正配置など、引き続き強く要望してまいります。なお、市といたしまし

ても、今年度から開始しました産科医等確保支援事業の効果を検証するとともに、産科医

不足を解決する有効な手段と対策について、本市単独の取り組みも含め、検討・協議を行

ってまいりたいと存じます。 

 次に、４点目の地域医療を守る条例制定についての御質問でございますが、地域医療条

例とは、市・医療機関・市民の３者が総力を結集して、それぞれの役割を果たすことによ

り地域医療を守ろうとする条例であります。しかしながら、地域医療問題は非常に多面性

のある問題で、条例ができたことにより、自然に解決するというものではございません。

私たち一人ひとりが自分たちで地域の医療を守るという共通認識を持ち、そのために自分

にできることを考え、行動して初めて意味があります。したがいまして、市といたしまし

ては、県、医師会など、関係機関と望ましい地域医療や、それを実現するための方法につ

いて協議を重ね、また、市民にはかかりつけ医の必要性や適正受診、日ごろからの健康管

理の大切さを啓発するなど、地域医療を守るための認識を深める取り組みを行う中で、条

例の制定を研究してまいりたいと存じます。 

 最後に、子どものヒブワクチン接種及び小児用肺炎球菌ワクチン接種への公費負担につ

いてのお尋ねについてお答えをいたします。本市は、予防接種法により市長村長が行うと

されております定期の予防接種につきましては、公費負担を行っております。ヒブワクチ

ンや小児用肺炎球菌ワクチンは任意接種に該当いたしますので、公費負担は行っておりま

せん。公費負担につきましては、数多くあります他の任意予防接種との関連性を考えます

と、現状では困難な状況でございます。御理解のほど、お願いいたしたいと存じます。し

かしながら、両ワクチンの必要性は十分認識しておりますので、今後の重要な政策課題の

１つに位置づけ、その対応を前向きに検討してまいりたいと存じます。 

 残余の御質問につきましては、健康福祉部長より答弁いたさせます。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  医療事故が起きたとき、まあ訴訟リスクが高いことが産科医

不足の最大の原因とも聞いておりますが、訴訟という事態に発展したとき、医師会では医

療賠償責任保険で対応するようになっているとのことですが、防府市にも顧問弁護士さん
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もいらっしゃるわけでございます。協力して対応するというような考えはいかがでござい

ましょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  行政は、訴訟当事者双方に中立であるべきですが、防

府市の顧問弁護士という、行政サイドの弁護士が対応するということは、どのような形で

対応するにいたしましても、行政の中立性の確保という観点からしますとやはり疑問が生

じますので、顧問弁護士による対応は考えておりません。御理解のほどお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  わかりました。どうもありがとうございます。まあ、産科医

支援事業として、防府市単独事業として、分娩手当の創設はできないでしょうか。新聞に

「出産一時金新制度導入で、産科医院経営破たん２割が懸念」という記事がありました。

入金までに３カ月を要することが原因だと報道されております。そのようなとき、つなぎ

資金を市でバックアップする、あるいは医院の改築、新設に伴う設備投資費用等を資金援

助する、このような防府市単独の資金支援の考えはいかがでございましょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  分娩手当の創設等、今言われました件ですが、つなぎ

資金の導入ということにつきましては、現在、社協のほうに、高額医療の分で５００万円

ほどお金を渡しておるのがあります。これを、もし仮に、その産科医院さんがそっちのほ

うを選ぶと言われたら、そちらのほうで対応できるようにはなっております。それと、市

といたしまして、もう１点は、独自の取り組みとしましては、産科医等確保支援事業の分

娩手当、これの増額については検討してまいりたいと存じております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございました。ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、

プレベナーというんですか、これを合わせてやると５万円以上が必要になり、経済的ハー

ドル、自己負担も結構なものに感じざるを得ません。定期接種化が望まれますが、まだま

だ二、三年先の話ではないかと感じます。先ほど御答弁ありましたように、ぜひ前向きに

とらまえていただきたいと思います。 

 先日、県医師会の理事を務める先生から、心情的サポートやキャンペーン等、行政とし

てぜひお願いしたいとの話がありました。このようなことでのお考えがあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

－221－ 



○健康福祉部長（田中  進君）  心情的サポートとキャンペーンについてお答えします。 

 議員より御指摘いただきました自殺対策、出産環境づくり、地域医療、産科医療、予防

接種はどれも重要なことでありますが、その中でも市民にとって特に優先的に行う施策は

何であるかということを明らかにしました上で、医師会など関係機関と連携を図りながら、

心情的サポートやキャンペーンも含めまして、具体的にどのように対応すべきか、協議・

検討してまいります。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございました。ちょっと紹介したいと思うんです

けど、もうお読みになっていると思いますけれど、全国市議会旬報の一番最近の２月

２５日、１７５２号ですか、もう配られたやつがございますけれど、この一番最後に、議

会トピックスということで出ております。「細菌性髄膜炎予防ワクチン定期接種化が最

多」という記事があるわけでございます。ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。 

 「１２月定例会の意見書・決議の状況。本会ではこのほど、各市議会から任意に提供さ

れた平成２１年１２月定例会を中心とした意見書・決議の議決状況をまとめた。今回で最

も多かったのは、細菌性髄膜炎の予防ワクチンの定期接種化を求めるもの１０６件」、

「患者数が毎年約１，０００人に上ると推定される細菌性髄膜炎は、乳幼児がかかると、

てんかんや聴覚・言語障害などの重い後遺症が残ることも多く、死に至る恐れも高い危険

な感染症である。細菌性髄膜炎の主な起因菌は、ヒブと肺炎球菌によるもので、乳幼児の

場合は６割以上がヒブ髄膜炎といわれている。世界保健機構はワクチンの定期予防接種を

推奨しており、米国など既にワクチンの定期接種を行っている多くの国では、発症率が大

幅に減少している。日本ではヒブワクチンが平成２０年１２月に導入、小児用肺炎球菌ワ

クチンは２２年春までに販売開始の予定だが、任意接種であるため自己負担が大きい。こ

のため意見書では、ヒブワクチンおよび肺炎球菌ワクチンの公費による定期接種化を求め

ている」、こんな記事があるわけでございますけれど、１０６件の意見書が１２月定例会

でよそでも取り上げられているわけでございます。ぜひ、補助金を出していただけるよう

なことを強く要望させていただきたいと思います。 

 地域主権がスタートいたします。財源についても、２３年度予算から一括交付金の形に

なると思います。防府市がどのような将来像を描いていくのか、５月末には防府市長選挙

もありますが、大切な４年間になると思います。 

 マハトマ・ガンジー氏の７つの社会的大罪、最初の言葉は「理念なき政治」でございま

す。それぞれの自治体が、理念を持って、将来像を構築していくことになります。自治体

の力量もあわせて問われることになろうかと思います。出産環境を整えていくこと、子ど

－222－ 



ものいのちを守ることは、防府市の最優先課題と認識しております。目指すべき防府市の

あり方として実現化していただくことを強く要望して、この項の質問を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  次は、いのちを守りたいにつきまして、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  防府市の自殺対策の取り組みについてお答えいたしま

す。 

 まず、防府市の自殺者の状況を説明します。平成１０年度から１９年度までの１０年間

平均自殺死亡率は、人口１０万人対２５．９でございます。県平均が２６ですから、県と

同程度となっております。 

 次に、自殺死亡者を年齢構成の割合で見ますと、５０歳代が２５．１％と一番多く、

６０歳代が１６％と続いております。また、原因・動機としては、大半が健康・経済・生

活問題でございます。 

 本市の取り組みでございますが、負債、事業不振、生活苦など、経済・生活面の相談に

つきましては、法律等の関係者と連携し、また心の健康問題などが要因の場合は、専門医

療機関や山口県精神保健福祉センターを紹介するなど、それぞれの担当部署で個々に相談

に応じております。 

 次に、ゲートキーパーの養成など、防府市の実態についてお答えいたします。 

 ゲートキーパーは門番という意味で、地域で、自殺を考えている人に出会ったとき、サ

インを見逃さず、自殺を防ぐため、適切な専門家へつなげるという大切な役割を果たす人

のことでございます。 

 県は、平成２０年３月に「山口県自殺総合対策計画」を策定され、自殺予防の啓発や医

療・保健・福祉・教育・相談援助を行う方々に研修を実施するなど、人材養成に努め、総

合的な自殺対策を推進しておられます。 

 本市といたしましては、先ほど御説明いたしましたように、個々の事例に対しましては、

関係機関や地区組織などと連携し、相談に応じている状況ではございますが、自殺対策の

ためのゲートキーパーの養成は行っておりません。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、自殺対策は関係者のネットワークが大変重要であ

ります。自殺をいかに食いとめるかは、まだ手探りの状態で、課題も多い状況ではござい

ますが、今後県や市の関係課及び地域で活動されています地区組織の方々と連携を図りな

がら、心の健康づくりの啓発活動などに取り組んでまいりたいと存じます。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございます。自殺総合対策大綱では、自殺に関す

るさまざまな対策を列挙し、数値目標として、２０１６年までに自殺死亡率を、２００５年
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比で２０％減少させることを掲げております。まあ、防府署からいただいた資料の原因・

動機別欄での経済・生活問題での自殺者数が約３０％あるわけでございます。この部分だ

けでも見守る体制を考えれば、数値目標をクリアできると思いますが、いかがでございま

しょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  自殺予防のための見守り体制ということでございます

が、自殺はさまざまな要因が絡み合って、その結果引き起こされることがわかっておりま

す。その予防や対策が難しく、自殺を減らすことが容易ではないと言われております。し

かし、自殺の危機にある方の中には、何らかの形で周囲の人にメッセージやサインを出し

ていることも事実です。市の各部署では、生活、経済などの相談をお受けしておりますの

で、この際サインを見逃さず、適切な対応ができるよう、面接率を高めてまいります。な

お、見守り体制につきましては、県や関係機関と連携し、その対応を検討したいと存じま

す。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございました。自殺総合対策で大きく分けて、予

防、危機対応、事後対応という３つの分野から取り組みを進めていこうとしております。

先ほど、前原大臣の新聞記事の紹介もいたしましたが、遺族に対するフォローとして、メ

ンタルケア等の検討についてはいかがでございましょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  遺族に対するメンタルケアのフォローという御質問で

ございますが、県では、残された方の心理的苦痛を緩和するために、遺族の心理的援助に

取り組まれ、自助グループの立ち上げを支援されております。また、学校などに対しては、

残された子どもたちへの心理的影響を和らげるために、サポートチームを派遣するなどの

働きかけもしておられます。市といたしましては、残された御家族から相談をお受けした

場合には、必要に応じて専門の医療機関や山口県精神保健福祉センターなどと連携し、家

庭訪問や面接を行っております。メンタルケアは、精神的痛みの理解と信頼関係の構築が

大変重要ですから、引き続き関係機関と連携を図り、対応したいと存じます。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  これ、お聞きした話なんですが、マツダの社内にも専門の担

当者を１名常駐させているということでございますが、他の企業でも専任者を置かれてい

るかどうかは存じませんが、そのような方々と行政との連携も必要と思いますが、いかが

でございましょうか。 
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○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  企業の専門担当者との連携ということでありますが、

現状では企業担当者の方との連携を図っている事例はございません。今後、必要性が生じ

た場合には、適切に対応したいと存じます。なお、県におかれましては、多重債務者の相

談を受けられます法律専門家や自治体職員などを対象に専門研修を実施され、関係者の連

携を図られているとお伺いをしております。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  先ほどゲートキーパーに関する説明、いただきましたが、ま

さしく自殺予防に取り組む門番という考え方でございます。早期に住民の方々の悩みを察

し、生きることを支援していく役割を担っているわけでございますが、当面は行政の保健

関係の方や地域の民生委員さん、あるいは健康推進員さん等を対象としたゲートキーパー

養成システムも必要と思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  ゲートキーパー養成システムについてお答えいたしま

す。 

 市といたしましては、県が実施されております人材育成研修会について、市民に情報を

提供しますとともに、保健担当職員や関係課職員を関連の研修会へ参加させることにより、

面接重視のスキルアップを図りたいと考えております。また、地域で活動されている民生

委員の方を初め、地区組織の方々に対し、自殺防止の講演会などを開催し、心の健康づく

りの啓発に努めたいと存じます。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。冒

頭で、男性更年期なる言葉を紹介いたしましたが、私自身、更年期は女性だけのものと思

っておりましたが、中高年の男性自殺者が増え続ける要因にもなっているのかと今感じて

おります。 

 先日参加したフォーラムでは、男性料理教室の開催等の紹介もありました。何か、国も

男性料理教室に２０万円の補助を出すような取り組みを始めようとしているようですが、

男性更年期に対する取り組みについてはいかがでございましょうか。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  男性更年期に対する取り組みについてでございますが、

議員さんも参加されましたように、このたび県は平成２２年２月２３日に「男もつらい

よ！男性更年期」と題して講演会を開催されました。 
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 市としましても、例えば保健師が地域の公民館などで、高齢者の健康づくり講演を行っ

ておりますが、その際必要に応じまして、男性の更年期についてもお話をしております。

また、食生活改善推進員などの方々も男性の料理教室を開催され、簡単にできる調理方法

を指導されるなど、その地域に応じた特色ある取り組みをされております。今後とも地区

組織の方々の御協力もいただき、さまざまな機会を通じまして、男性の更年期についての

啓発に努めてまいりたいと存じます。 

○議長（行重 延昭君）  １１番、青木議員。 

○１１番（青木 明夫君）  ありがとうございます。まあ、私も男性更年期なるものがあ

るのを初めて知りましたが、個々にいろんなアクションを起こしていくということが、一

番その、男性自殺者というのが減っていく要因になるんじゃないかということを言われて

おりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 自殺対策基本法も国会で議決され、内閣府の中に自殺総合対策会議も設置されておりま

す。今回、この質問をするに当たって、自殺に対する情報を教えてもらおうと、市役所内

部で尋ねて回ったんですが、結局、警察へ行けということでございました。民間の企業で

すら、自殺予防のための専任者を設置しているのに比較して、市では自殺者の現状、数字

の把握すら、つかまえていない、大変問題があると感じます。自殺対策に真剣に取り組ん

でいただくことを要望して、私の質問を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、１１番、青木議員の質問を終わります。 

────────────────────────────────────── 

○議長（行重 延昭君）  次は、２５番、伊藤議員。 

        〔２５番 伊藤  央君 登壇〕 

○２５番（伊藤  央君）  おはようございます。会派息吹の伊藤央でございます。通告

に従い、質問をさせていただきますが、私、毎回、毎回、時間が足りなくなっております。

執行部の答弁が、聞いてないことを答えたりということを申してきましたが、自分にも責

任があるのではないかと、いつも壇上がちょっと長いんではないかということを反省いた

しまして、今回は壇上を簡潔にまとめております。執行部におかれましても、簡潔明瞭に

御回答いただくようお願いを申し上げます。 

 まず最初に、市長の公約についてお尋ねをいたします。１月２１日の記者会見で、松浦

市長は、５月の市長選挙に４選を目指し出馬されることを明らかにされております。その

際公約として、コミュニティバスの運行、留守家庭児童学級の大幅増設、移動図書館車の

新設、小学校給食の自校方式の堅持、特別養護老人ホームの拡充、在宅福祉への手当を挙

げられました。 
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 まず、これら６つの施策について、実施スケジュールと４年間の所要額、これをお教え

ください。以前、前回の選挙の後、当選の直後ですが、公約について質問させていただい

た際には、長々とその施策の内容について御説明をいただきましたが、実施スケジュール、

所要額のみをお聞きしますので、この点についてのみ御答弁を簡潔にお願いいたします。 

 続いてですが、これらの施策を実施するための財源として、市議会議員の定数を半減し、

そのかわりに市民の声を聞くため、市民１００人委員会を設置するということも述べられ

ております。日本国憲法では、第９３条第２項において、「地方公共団体の長、その議会

の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙す

る」と定めております。首長も議員も、住民の直接選挙によって選ぶという二元代表制を

保障していると言えるわけです。 

 強大な権力を持つ首長により独裁政治が行われないよう、監視と牽制を行うのが議会の

役割であります。が、御自分の対立機関である議会の定数を半減することを公約に掲げる

ということは、二元代表制を理解されているとは到底思えません。市長は、二元代表制に

ついてどのように認識されているのか、お答えをお願いいたします。 

 次に、行政改革についてお尋ねをいたします。防府市は、行政改革にとっても熱心に取

り組んでまいりまして、これが成果を上げていると、盛んに喧伝をしてまいりました。し

かし、私はその成果というものに対して、成果というものを疑問視しております。 

 まず、累計額５３億４，０００万円としている行革の効果額についてでありますが、効

果額を累積して示すこと、このことは市民に誤解を与えまいかという懸念がございます。

当局の御所見をお聞かせください。 

 ２点目、予算編成方針では「選択と集中」という言葉を使ってこられました。行政改革

の効果額５３億円は、ある部分をカットすること、つまり選択することによって生み出さ

れたものでありましょうが、この５３億円は何に集中して使われたのか、御説明をお願い

いたします。 

 ３点目、市長は最近、自身の講演会の集会等で、さらに職員数を削減すると発言されて

いるということを仄聞しております。これまで行った、無理とも思われる人員削減が、行

政にさまざまな弊害をもたらしているという認識は持たれていないのでしょうか。御所見

をお伺いいたします。 

 最後に、安心・安全のまちづくりについてお尋ねをいたします。 

 １点目、平素の議員活動の中で、市民の方々からさまざまな要望をお聞かせいただいて

おります。その中で、防犯灯の設置、維持管理についての御要望が後を絶ちません。 

 先日、自治会連合会の皆様と懇談をした際にも、管球の取り替え、電気料金等、これ以
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上の負担は困難であるとの声が上がっております。安心・安全のまちづくりを進めるには、

市が積極的な姿勢を示すべきで、特に市道に面した防犯灯については、市が責任を持つべ

きではないでしょうか。 

 昨日、河杉議員が、内容は違いますが、防犯灯についての御質問をされました。重複す

る部分については、改めての御答弁は結構でございます。 

 ２番目、昨年の災害を受け、新年度は単市改良事業補助金申請が増えること、これが予

想されます。新年度予算案によると、わずか９００万円の増額にとどまっております。単

市改良で行われる工事には、市民の安心・安全に大きくかかわるものも多く、毎年度の申

請数も多いはずでございます。新年度は補助金を大幅に増額すべきだと考えますが、いか

がでしょうか。 

 以上、壇上よりの質問とさせていただきます。執行部におかれましては、簡潔に誠意あ

る御回答をお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  私からは、まず市長の公約についての御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、最初に申し述べさせていただきたいのは、このたびの市長選挙出馬に係る私の選

挙公約に関する御質問でございますが、この選挙公約は、今回の市長選挙に、私が市民の

皆様の御信任を得て再選させていただきました際の、次期４年間において私が実施したい

と考えております骨太の政策論であるということでございます。 

 さて私は、昨年の年末から年始にかけて、多くの市民の皆様とお話をさせていただいた

中で、昨年の豪雨災害の復興が、まだ緒についたばかりであり、その復興の先頭に立って

働かねばならない責任があること、そしてまた、候補者が、巷間うわさされていたお方様

１人であれば無投票となるため、市民の皆様が市長を選択する権利が行使できなくなり、

かねてから市民が主役の市政の実現をモットーとして働いてきた私の使命感に照らし合わ

せ、急きょ出馬を決意した次第であります。 

 これが１月の定例記者会見の直前でありまして、あの記者会見の折に申し上げた数点の

施策は、このほかにも数々の強い思いはございますが、大つかみの私の思いを述べさせて

いただいたまでで、数々の御質問にお答えできるほどのものではございませんが、せっか

くの御質問でございますのでお答えさせていただきます。 

 具体的な施策に触れる前に、私は聖域なき行政改革を断行するため、市議会議員定数の

半減と、これを実現するため、市長の給与の半減や退職金全廃などを申し述べたところで

－228－ 



ございます。 

 私が今回掲げさせていただきました留守家庭児童学級の増設や、特養老人ホーム及び在

宅福祉手当の拡充など、各施策についての実施スケジュールと４年間の所要額がという御

質問でございますが、既に本市の行政サービスとして実施しているものもありますが、こ

れまでの私の３期１２年の市政運営において、必ずしも市民の皆様からの御要望のすべて

にはお答えできていないことを私なりに痛感いたしております。 

 私は、自分自身を、このたびの市長選挙における１人の候補者の立場として考えた場合、

本市の将来の財政状況等を考えますと、これらの施策の実施には大変な困難を伴うものと

認識しておりますが、ぜひやり遂げなくてはならない施策であるものと考えているところ

であります。そして、その実施スケジュールにつきましては、先ほど申し述べましたよう

な、大変厳しい財政状況との調整を進めながら、私が再選させていただいた場合の次期

４年間において、可能なものからできるだけ速やかに実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、その所要額につきましては、それぞれの施策について、私個人なりに必要事業額

を試算はいたしておりますが、これはあくまでも私の選挙公約に係るものでありますこと

から、庁内担当部署に積算させたものではございませんので、この場で公表することは差

し控えさせていただきたいと存じます。 

 次に、議員定数の削減が、憲法に定める地方自治の二元代表制を損なうものであるとい

う御懸念のようでございますが、私は議会そのものを否定する考えは毛頭ございません。

地方自治は、行政施策を執行いたします首長と、それを監視・チェックする議会という両

輪があってこその地方自治であると考えております。議会と首長が対等で健全な議論を交

わしながら、一歩一歩前進していくことこそが、市民の皆様の幸せにつながっていくもの

と考えております。 

 長年進めてまいりました行財政改革において、私の市長就任当初は、消防と水道を除く

職員が約９００名であったものを、平成２２年度当初では約７４０名と、およそ１６０名

の削減が達成できるものと考えております。これによる財政上の効果は絶大なものがござ

いますが、これから先の見通しを考えますと、職員に対し、過重執務を求めることはでき

ませんし、行政サービスの上からも、これ以上の職員削減には限度があるということは申

すまでもございません。これまでと違った形での行政改革を行っていくことこそが必要で

あると考えております。 

 そしてまた、今後一層の市民サービスの向上を図っていくためにも、これからは聖域な

き行財政改革を推進してまいらねばならないと痛感しているところでありまして、このこ
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とは、かねてから申し上げております市議会議員定数の大幅削減が最も大切なことである

と、私は考えております。 

 今回の市長選挙において、私はこの点を市民の皆様にお訴えし、そして御判断を仰ぎた

いと思っているところでございます。このことを、市議会議員各位にも御理解いただくた

め、私の給料も半減し、退職金の全廃も、これが実現のため表明した次第でございます。

市民の皆様並びに議員におかれましては、今後とも御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 続きまして、行政改革についての御質問にお答えいたします。 

 私は、市長就任以来、市民が主役の市政の実現のため、常に市民の目線に立った行政運

営に努めてまいりました。その中にあって、行政改革を市政の最重要課題と位置づけまし

て、他市にさきがけ、積極果敢に行政改革に取り組んで来たところでございます。その改

革の取り組みは、平成１６年の合併休止により、単独市政を余儀なくされた本市にとって、

まさに転ばぬ先のつえとなり、また懸案であった大型事業の実施や、今日の安定した財政

基盤の確立につながったものと確信いたしております。 

 さて、１点目の行政改革の効果額を累積して、５３億４，０００万円と示すことについ

ての御質問でございましたが、行政改革による効果額の累計につきましては、平成１３年

から取り組んできております行政改革の成果を、サービスの受け手である市民の皆様方に

効果額としてお示ししておるものでございます。 

 そして、この効果額の累計につきましては、平成１７年に総務省が策定しました「地方

公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」に基づく集中改革プランの策定及

び公表において、効果額は取り組みの効果が継続するものについては、毎年度その効果が

発生するものとして、各年度の効果額を合計して算出することとされておりまして、この

国の集中改革プランの取り扱いに基づき、お示ししてきているところでございます。 

 なお、この効果額を累計してお示しすることは、市民の皆様方に誤解を与えるのではな

いかという御意見のようでございますが、他の自治体においても同様の算出・公表等を行

っておりまして、適正な効果額の表示であると思っております。 

 次に、２点目の行政改革の効果額を何に集中して使ったのかという御質問にお答えいた

します。 

 予算編成の中で申し上げておりますが、「選択と集中」につきましては、これまでと同

様に、予算編成に当たりまして、当該年度の施策の重点化を図るという意味で表現させて

いただいております。 

 平成２２年度当初予算案におきましても、総合計画の施策大綱を達成するための諸施策
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の中でも、特に環境、観光、教育に加え、防災・復興を最重要課題として位置づけ、環境

につきましては１１件、２２億７，２００万円、観光につきましては５件、４億１，

４００万円、教育につきましては８件、３億４，６００万円、防災・復興につきましては、

２５件、６億２，６００万円で、合計では４９件、３６億５，８００万円を集中させたと

ころでございます。 

 これまでの行政改革の効果につきましては何度も申し上げておりますが、施設整備の面

では、牟礼小学校や小野小学校の校舎、消防庁舎や火葬場、学校給食センターの建設をは

じめ、駅北土地区画整備事業及び駅北再開発事業の完了、図書館の設置、計画的な小・中

学校の屋内運動場の建設、さらには新体育館建設やまちの駅整備事業など、大規模事業を

実施することができたところでございます。 

 一方、財政基盤の安定の面では、平成１０年度末に約４４０億円ございました普通会計

の地方債残高は、平成２０年度には１００億円以上の減少となり、平成２１年度末では約

３６４億円の見込みとなるところでございます。また、市の貯金に当たります財政調整基

金及び減債基金の合計額につきましては、昨年７月の豪雨災害の復旧・復興に多額の一般

財源が必要となったにもかかわらず、平成２１年度末で約３２億円の見込みとなり、今後

予定しております新廃棄物処理施設建設事業や学校施設耐震化事業への備えもできている

状態でございます。 

 さらに財政の健全度を判断するための指標でございます、平成２０年度決算に基づく健

全化判断比率及び資金不足比率のいずれの指標とも、早期健全化基準を下回っており、特

に、実質公債費比率１０．４％及び将来負担比率４９．５％につきましては、県内１３市

の中で２番目に良好な数値であることも、行政改革の効果であると考えております。 

 今後も引き続き、聖域なき行政改革に取り組み、盤石な行財政基盤を築いてまいりたい

と存じます。 

 最後に、職員数についての御質問にお答えいたします。 

 私は、市長就任以来、行政改革の中で職員数の適正化に対する取り組みとして、職員適

正化計画を立て、計画的に組織のスリム化を図ってまいりました。この結果、平成１２年

４月１日に、消防、水道を除く職員数がおよそ９００人でありましたのが、本年３月末で

およそ７４０人となる見込みでございます。ほぼ１６０人、率にして１７．８％の削減を

達成したところです。職員１人当たりの人口は、昨年度の数値でございますが１８０人と

なっており、県内１３市で最もスリムな組織となっております。 

 さて、今後のさらなる組織の効率化を目指す中で、第四次計画の定員適正化に向けて、

現在、計画策定作業を進めているところでございますが、現時点では向こう５年間で約
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５％程度の削減が可能かと考えております。この見込み数値は、２３年度に、山口市から

受託している秋穂及び徳地分署の消防業務を受託廃止することや、山口国体が終了するこ

となどが要因として挙げられますが、いずれにいたしましても、少数精鋭で、かつ市民

サービスの低下を招くことのないよう努めてまいります。 

 私は、昨年の９月議会の一般質問において、減らせば済むということではないというよ

うに答弁もさせていただいておりますが、現在もこの考えは全く変わっておりませんし、

議員御指摘の後援会の集会等で云々というような話は、全くそのようなことは申しており

ません。この方針のもと、新たな定員適正化計画については、さらに内容を精査するため、

例えば権限移譲で必要な人員を、可能な限り正確に把握するために、今少し策定に時間を

いただきたいと存じます。 

 今後、地方分権の流れに伴う事務量などに十分配慮し、災害担当部署を含め、必要な分

野には職員を増員配置することも視野に入れ、組織運営に努めてまいりたいと考えており

ますので、市議会の皆様方にも御理解、御協力をお願いするものでございます。 

 残余の御質問につきましては、総務部長、産業振興部長より答弁いたさせます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  聞いてないこともたくさんお話しいただきまして、ちょっと

時間が足りなくなってまいりました。 

 まず、市長の公約についてでありますが、先般行われました、先ほども青木議員がおっ

しゃっていたマニフェストの検証大会であります。松浦市長は、御自分でマニフェスト首

長連盟のチャーターメンバーであると、創立以来のチャーターメンバーであると。で、マ

ニフェストというものを古くから知っていたということを、まあ御自慢なさっておられま

したが、マニフェスト首長連盟では、財源根拠のないものをマニフェストと呼ぶのですか。

あなたの後援会の会員に対して配られた配布物ですね、これにはきっちりマニフェストと

いう言葉が入っております。しかし、財源根拠どころか、数値目標も、期限目標も、工程

表もない。これをマニフェストとよく呼べたものだなあという感想を持っております。 

 で、その財源でありますけども、あなたはその後援会の配布物において、市議数半減、

それから市長給与の半減、退職金の全廃で、年間１億２，０００万円の成果額があるとい

うことを主張しておられます。この１億２，０００万円、内訳を教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  先ほども壇上で申し上げましたが、極めて大づかみな表現でご

ざいますが、そうですね、今、仮に１０名、市会議員さんが削減されたとすれば、おおむ

ねお一人につき７５０万円から８００万円近く税金が投入されておりますから、それの
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１０倍、８，０００万円、あるいは議会事務局の職員さんも人数的に必要が少なくなるわ

けでございましょうから、職員数が３人なら３人、４人なら４人というふうに減少も可能

でございましょう。そしてまた、私の給与の半減、あるいは退職金の全廃ということなど

を考えれば、おおよそそのぐらいの数字にはなるのではないか。半減ということになれば、

もっと大きな数字が、効果額としては出てくるのではないかと、そのように私なりに考え

ておるところでございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  どうしてこんな数字になるのかなと、私も試算してみたんで

す。平成２２年度、４月からですが、まず市議数を半減することはできませんね。次の選

挙でないと半減させることができませんので、効果額はゼロですね。市長の退職金の廃止

については、次の任期を終えた後、今年度、市長は退職金はもらうとおっしゃってます。

当選すれば、次の任期の退職金を廃止するとおっしゃってますので、これは４年後まで効

果はゼロであります。つまり、市長が任期を終えた後に効果が出て来る話でありまして、

これは効果額としては４年間でゼロ円です。 

 市長給与の半減、６月、当選されていきなり半減されたとしたら、大ざっぱに計算して

３８８万円ぐらいの効果があるんではないかと。市長交際費、これはもう予算計上されて

ますんで、６５万円ですね、２２年度。２２年度に関してはゼロだと。という計算をして

いきます。 

 ということで、２２年度の効果額３８８万円、２３年度、市長交際費の全廃の効果が出

てきまして、５８３万円、２４年度の１１月に市議会議員の選挙がありますので、残り

１２、１、２、３の４カ月分の給料、これ私、１４名減らすと計算しました。同じように

８００万円を掛けました。それで４カ月分ということで３，７００万円。で、この年は４，

２８３万円の効果が出ます。 

 ２５年度、これは市議会議員が１年分の効果が出ますね。１億１，２００万円です。と

いうことで、全体として１億１，７８３万円。 

 ２６年度は、６月で任期が終わるわけですから、全体として２，９４５万円、これを足

すと２億円にもなりません。市長は年間１億２，０００万円と書かれておりますんで、普

通の人が見れば４年間で４億８，０００万円だと誤解をされて当然だと思うんですよね。

しかし、これをしっかり計算してみると、２億円にもならないと。所要額を言われないん

で、財源として成り立つのかどうなのかというのもすっかりわかりませんけれども、例え

ば、あなたの掲げた公約のほとんどは、これは恒久的な施策でありますね。に対し、市長

給与の半減、これは市長が変わったらどうなるのですか。退職金の廃止、これは次の市長
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にも、あなたは係るような条例をなされようとしているのですか。通常こういったものを

するときは、自分の任期中の給与を半減または退職金を全廃、こういった決め方をすると

思うんですが、そうするとこれは恒久的な財源にはなり得ないということになります。 

 市長がかわればもとに戻るようなものは、恒久的な財源にはなりません。しかし、施策

自体は、これを全部やめてしまう、１回やり始めたものを、市長が変わったからって全部

やめてしまうようなことはできないと思います。施策は恒久的なものであることに対して、

財源は恒久的でない。どっか国のほうで聞いたような話であります。 

 で、議員定数の削減をしようと思えば、これは市長は条例を自分で出されるんだとおっ

しゃったそうでありますが、その条例を審議するのは、まあ議会なわけですね。で、この

議会が否決をすれば、これは財源とはなり得ないわけですね。で、私は市議会議員の定数

を削減することに非常に熱心に取り組んだつもりであります。前回の選挙の前、３名の削

減でしたが、ここにその着地点を見つけるまでに、かなりの苦労をしたと自負しておりま

す。というほど理解を、皆様の同意を得るのが難しい問題。これをいきなり半減なんてこ

とが、私は可決されるとは思いません。 

 で、これがもし否決されれば、あなたがおっしゃる効果額のほとんど消えるんですよね。

市長の退職金の廃止はゼロ、効果額ゼロ。給与というのは、丸１年あるところで５００万

円程度。交際費６０万円程度。つまり、効果額が大きい年度でも６００万円程度の効果し

かなくなってしまうんです。その場合、あなたはこのマニフェストについては財源がない

から、じゃあやりませんと言うんですか、どうするんですか、教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  いろいろ申されましたが、まず私の申し上げておる効果額は、

議員を半減すればということが大前提でございます。半減をした後に初めて効果額が生じ

てくると、このように考えていただきたいと思います。 

 それから、恒久的なものか否かということについは、議員は半減するという形が条例変

更で可決をされていけば、これは恒久的なものになっていくであろうと。私の給料と退職

金については、これは後々の市長さんにまでそのような形を求めることは不可能なことで

ございますので、私の任期の限りのことというふうに御理解をいただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  全く財源がないと同じです。で、マニフェストというのは財

源とセットじゃないと、これは全く信憑性のないものになりますよね。つまりあなたの掲

げられた施策というのは、これを実現するために、財源としてという言い方をされており

ますんで、その財源の根拠が失われるんであれば、あなたの掲げられたマニフェストも、
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とても実行できるとは思えないということも成り立つんではないかというふうに感じてお

ります。 

 先般行われたマニフェストの検証大会では、市長はこういう発言をされております。冒

頭のあいさつでした。「市民の皆様の御意思によって誕生する市長でございます。その市

長が掲げたマニフェストが実行できる体制、そのような環境に、早く市も、あるいは市議

会もなっていかなくてはいけないのではないか。せっかく市民の皆様が御意思を示された

マニフェストを掲げた市長が当選したからには、そのことが実行できる環境づくりという

ものが、これからの時代に最も必要ではないだろうか」とおっしゃっております。 

 マニフェストを実行できる市の体制というのは、これは市長がつくるべき問題でありま

すので、もしそうなってないならばあなたの責任であります。私は当選直後の一般質問で、

とにかくマニフェストを基本計画と照らし合わせて、庁内に徹底するようにということを

申しましたが、もし今その体制ができてないのであれば、それはあなたの責任であります。

で、マニフェストが実行できる議会の環境、これはどういう意味ですか……。 

 あなたの御発言なんですが、よう答えんということで理解しておきます。 

 まあこれを、市長、あたかもマニフェストが実行できてない部分があるのは、議会が協

力しないからだというようにも聞こえるわけですよね。しかし、この任期中、執行部提案

の議案で否決されたものは何件ありましたか。ゼロ件です。修正して可決されたものが

３件。実に９９．５％はそのまま可決されているんですよ。私は議会として、こんなこと

でいいのかなあと、たくさん反対してきた私は思うんですが、とにかく現状はこうであり

ます。つまり、あなたのマニフェスト実行において、議会が邪魔をしたということはない

ということであります。 

 あなたは、これまでもマニフェストあるいは公約を掲げて当選したのだから、それが市

民の意思だという趣旨の発言を、これまで繰り返しておられます。前回の市長選では、有

効投票数の３９％の方が、あなたではないほうの候補に投票されていますよ。私はこれま

で何度も指摘してきたとおり、有権者がある候補者に投票する際、その候補がマニフェス

トに掲げた多くの項目について、すべてを認めて投票するわけではないと。ある項目には

賛成、またある項目には反対。また、マニフェスト以外の要因も多く影響して判断するん

だと考えてます。つまり、あなたに投票した人も、あなたの掲げたマニフェストの項目に

ついて、すべて認めて投票したわけではないということであります。少なくとも、これを

証明する手段はだれも持ち得ていないということになります。 

 あなたの論理をかりるんであれば、それでは、あなたはあなたに投票しなかった多くの

方々の意思については無視してよいと。あなたの論理からすると、あなたに投票しなかっ
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た人は、あなたのマニフェストに全部反対したということになりますからね。それと、

３９％の方の意思は無視してよいと、もしくは、市民として考えてはいないと言っている

ことになります。二元代表制どころか、民主主義すらも誤解されていると言わざるを得ま

せん。 

 前回、先ほど申しましたけれども、議員定数削減したとき、まあ大変でした。で、私は

この次の市議会議員選挙も、議員定数を減らすべきだと考えておる１人であります。しか

し、これを対立する機関の長である市長または行政側が口にするということは、絶対あっ

てはならない。みずからを、先ほど、市長もおっしゃったように、監視・チェックする機

関の人数について、チェックされる側が口を出すというのは、これはどう考えてもおかし

いわけであります。 

 半数にすれば、例えば委員会運営ですね、今回３名減らしたことで、委員会を４つから

３つにしました。これ、そのまま３つのままいっても、委員会、四、五名ということにな

りますよ。うち、１人は議事を進行する委員長です。地方分権はこれからどんどん進んで

いって、取り扱う権限が増えていく中で、このような人数で行政をチェックできると考え

ておられるんでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  議員の考えは議員の考えとして拝聴させていただいております。

私の考え方と多少のずれがあろうかと、そのように思っております。私は極論を申してい

るわけでは決してございません。その点はどうか御理解をいただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  答弁になっておりませんが、行革委員会、ありますね、何人

のメンバーでやっていますか。大体でいいですよ。 

○議長（行重 延昭君）  暫時休憩します。 

午前１１時２０分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１１時２１分 開議 

○議長（行重 延昭君）  休憩を閉じて、会議を再開します。総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  すみません。確認のために、ちょっと時間をとりました。

１２名でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  四、五人なんてものは、ほとんどないですね。この前行われ

た地域コミュニティ検討委員会でも、１０人以上はおられたんじゃないですか。 
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 つまり、行革という１つの案件についても、それだけの人数が必要だと市は考えておら

れるということであります。市政全般にわたってチェックをすることが求められる市議会

議員の定数が、何で１３から１４でいいのか。これで済むと考えているのか、私は不思議

でしようがない。チェックを緩めようとしているとしか思えない。まさに独裁化に向かっ

ているんではないかと、非常に懸念するわけであります。 

 で、市長は出馬表明された記者会見で、まあ市議を半減するかわりに、市民の声を聞く

ための百人委員会を設置するとおっしゃった。前述のとおり、市議会は市民の声を広く反

映するだけでなく、市長、行政を監視・牽制する役割があります。もし、広く声を反映す

るということで、市民百人委員会というのは、ある程度その役割が補完できるかもしれな

い。しかし、市議会には議決権というものがありますけども、市民百人委員会というのは、

例えば市長提案の議案、これをとめる法的な拘束力を持っていますか。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  これから再選を果たした後に、市民百人委員会というものにつ

いて、いろいろな方々の御意見をお伺いしながら、立派な百人委員会になるように立ち上

げてまいりたいと思っておりますが、これは別に拘束する力とか、権限とかは私はないの

ではないかなと。政策を共に協議したり、立案したり、場合によっては、いろいろ意見具

申をしたり、行政に対してそれぞれの地域やそれぞれの団体の方々の生のお声を述べてい

ただく、そういうような形の百人委員会であって、その中には当然公募の方々にも入って

いただいて、まあ、私が考えておりますのは、費用弁償として交通費ぐらいはお出しをし

ていくぐらいのことかなあと、こんなふうに今の段階では思っておるところでございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  なるだけ、時間もありませんので、聞いてないことは答えな

いでください。 

 要は法的拘束力を持っていないということですね。では、市議会のかわりにはなりませ

んね。市長、また、行政の独裁化を防ぐのが、市議会の役割の１つであればですね、これ

は、全く市議会のかわりにはならない。まさに独裁化のための詭弁であると言わざるを得

ません。 

 現在の防府市、自治基本条例、住民投票条例、または議員を半減して市民百人委員会を

設置する等々、松浦市長の政治姿勢には直接民主制の要素を高めていこうと、強めていこ

うという方針が見受けられます。 

 ちょっと聞いてみますが、ドイツの憲法、ドイツ連邦共和国基本法ですが、これでは直

接民主主義的要素をことごとく排除しています。この理由を、市長、御存じですか。 
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○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  ヒトラーの出現が最大の原因ではないかと、そのように私は仄

聞しております。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  そうであります。ワイマール憲法下の大統領直接選挙で、デ

マゴギーが起こした、またナチスが国民投票、住民投票といった形で合法的に独裁を行っ

た、こういったことからの反省であります。 

 前回の市長選では、どっから出た話なのかわかりませんが、合併すると税金が上がる

等々のデマが、まことしやかに流布されておりました。松浦市政では、直接民主主義的な

制度が続々と導入され、議会の勢力をそごうと、また選挙をゼロサムゲームのように、勝

った者が掲げた政策がすべて市民からの信任を得たかのような発言が繰り返される。この

先に待っているのは、私はナチスが行ったような独裁政治ではないかと、不安でたまらな

いわけであります。 

 で、この項の最後に、２月２１日付の東京新聞に掲載されたコラムを御紹介します。書

かれたのは、伊藤忠商事の会長の丹羽宇一郎氏であります。「“成権”政治の危うさ」

「なりけん」というのは、成金の金を権力の権に変えたものですね。 

 「国会論戦が激しい。そこで鳩山由紀夫首相や、民主党議員たちが発する言葉を聞いて

違和感を感じるのは私だけではあるまい。１月半ばの世論調査では、鳩山内閣の支持率は

４１．５％で、４４．１％の不支持率が初めて上回った。それなのに民主が国民からの白

紙委任を取り付けたかのような発言を耳にする場面が続いているからかもしれない」、中

略します。「あえて両党の得票数を示すデータにこだわりたい。小選挙区で民主が得た票

は３，３００万票で投票総数の４７％。一方の自民は２，７００万票で３９％。その差は

わずか８ポイント、６００万票でしかない。自民に票を投じた人も国民だ。にもかかわら

ず、鳩山政権や党幹部らが自民支持者がゼロであるかのような発言で全部を否定するのは、

民意の反映と言えるのだろうか」ということを書かれております。全く同じことを現在の

防府市政に申し上げて、この項を終わります。（「議長」と呼ぶ者あり）答弁は要りませ

ん。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  断定的にいろいろ述べられましたが、（「議長、とめてくださ

い」と呼ぶ者あり）私は市民が主役の市政の実現を目指していると、あえて申し上げさせ

ていただきます。議長のお許しをいただきましたのでね。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員、どうぞ。 
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○２５番（伊藤  央君）  議長、私まだ座っておりませんよ。指名しないでください。 

○議長（行重 延昭君）  はい。 

○２５番（伊藤  央君）  何か独裁的な手法をかいま見たような、今、気がしました。

恐ろしい限りです。 

 行政改革についての質問をいたします。行革の効果には、効果額以外にマイナスの効果

もあったはずですね。例えば昨年の夏の災害では、明らかに人員削減が市の混乱を招いて、

情報伝達を怠った。このようなマイナス効果については、全く市民に伝えようとしていな

いように思えます。市に都合悪い数字については、よく「数字がひとり歩きをしますの

で」というような理由で公表しないと。で、市民が市にとって都合のよい誤解をしかねな

い数字については盛んに喧伝する。こういった姿勢は、とても私はフェアな姿勢とは言え

ないと考えております。先ほどの独裁的な考え方と合わせて、非常に危険な市政運営であ

ると指摘をしておきます。 

 今、集中した分野ということで、るる御説明いただきました。まあ、教育とか環境とか

観光、こういったことに防災も含めて、３６億５，８００万円が使われたということであ

りましたが、これらは全部５３億円の行政効果がなければやらなかったことですか。行革

により浮いた部分をつぎ込んだということなんですけども、この３６億円の中に、国費と

か県費、補助金、交付金なんかは一切入っていませんか。ここはいかがですか。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  詳しい補足はまた財務部長がしてくれると思いますが、効果額

というものについての御理解と認識を持っていただきたいと思います。効果額がそのよう

に出てきた。それをもって、これだけのことをしたということではございますまい。何年

間かかけて、市債残高がぐんぐん減って来た。そしてまた、起債制限比率いっぱいいっぱ

いであった本市の状態が、随分改善されて来た。あるいはいろいろな基金も、庁舎改築基

金というような特目基金も新たにこしらえたわけでございますが、それらも１２億円ばか

り積み上げられてきておる。あるいは、そのほかの減債基金等々も増えてきておると、そ

ういうふうなものが合算していって、効果額によって支えられてきたわけでございます。

冒頭お話のありました今回の４９件、３６億云々というのは、効果額があったからできた

ということでは、決してないことは、議員もおわかりのとおりでございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  私は効果額があったからできたことを聞いているんですよね、

この質問では。何をカットして、それをどこにつぎ込んだかと聞いてるんですから、その

ことをお答えいただきたかったということであります。 
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 まあ、これはこれで結構ですが、職員数のことでありますが、先ほど、これ以上の削減

は無理ではないかというような趣旨の御答弁をいただいたように思っております。 

 市長はこれまで盛んに、職員を減らしたことを成果のようにおっしゃってまいりました。

市長の後援会の会報等にも、１６０人削減達成などということが書かれておったと思いま

す。これまで民間の経営感覚で市政に取り組むと言って来られた市長にお伺いいたします

けれども、民間企業にとって人材というのは何ですか。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  まさに、人材は宝でありまして、ただ、本市の場合は、議員が

御就任になる前のことですけども、例えば通勤手当にしても、すぐ隣といってもいい、そ

ういうところから通勤される方にも通勤手当が出る。あるいは、夫婦で働いておられる

方々もかなりおられるわけですが、その方々御両人に住宅手当が出るというような、いわ

ば民間の感覚ではおおよそ考えられないような事柄もまかり通っていたわけで、それらの

ことをすべて改善、改革をしていっての行政改革であるというふうに、ただ単に職員の数

をめったやたらと減らしていったと、そんなようなことではございません。その辺は、今

ここで働いている私たちの仲間、みんながひとしく共通の観念を持っているんではないか

なと、このように考えております。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  市長のおっしゃるとおりであります。民間企業にとって、人

材は宝でありますね。私は民間企業で、自分ところの社員を減らしたと自慢する経営者を

聞いたことがありません。これは民間の経営感覚どころか、実にお役所的な発想、感覚で

あります。 

 で、手当、これが民間とはちょっとかけ離れていたと。私も同じように感じております。

現在でも、もしかすると、もっともっと手当について改革できる部分があるのではないか

とも思っております。無理から人員を減らす、それによって数々の弊害が起こってきたこ

とを考えれば、むしろ手当のほうにもっともっと一生懸命手をつけるべきではないのかと

いうふうに考えております。 

 この１６０人減らしたということが、私は非常にこれも市民に誤解を与えかねないと思

ってるんです。で、まあ、普通聞けば、まあ市民が単純にその分の人件費が浮いたと、平

均が５００万円ぐらいの給料を職員がもらってれば、１６０人掛ける５００万円分が浮い

たんだなあというふうに勘違いしかねないなあというふうに感じております。当然御承知

のとおり、業務を民間に委託することによって、これを賄っているわけですから、物件費

というのは上昇しております。この物件費の上昇を隠して、人数が減ったということだけ
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を喧伝するというのは、私、これについてもやっぱりフェアじゃないなということを感じ

ると指摘をしておきます。 

 で、まあ、行革全体の成果についてちょっとお聞きしてみたいんですが、行革というの

は、本来市役所がもうけるためにやるのじゃなくて、市民のために行うもの。無理や無駄

を省いて、効率のよい行政システムに変えていくことによって財政に余裕を持たす。その

分を奉仕に必要な施策に充てていく。このように考えています。 

 しかし、行革が大成功しているかのように言われている防府市には、そのような余裕が

あるのかということであります。まあ、地方財政のエンゲル係数と言われている経常収支

比率から検証をしてみます。経常収支比率とは、皆さんおわかりと思いますが、傍聴の方

もいらっしゃいますので、定期的な歳入、家計で言えば給料のようなものの中から、どの

くらいが人件費、物件費、公債費、つまり家計でいえば光熱費とか、ローンの支払いとか、

そんなものですが、こういったものに使われているのか。つまり、こういったものに使わ

れるものが、比率が高ければ高いほど、家計に余裕がないと。きつきつの状態だというこ

とでありますが、逆にまあ余裕があれば、市独自の施策も打てますし、将来に対する投資

的な経費にも充てられるということになります。平成２０年度決算で、防府市の経常収支

比率は９５．９％。つまり、ほとんど余裕のない財政ということになりますが、これでも

行革は成功していると言えますか。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  経常収支比率が２０年度決算で９５．９ということでござ

いますが、これについては、確かに収入に占める経常的な支出の割合がだんだん増えてき

ておるということで、硬直化しておることは事実でございます。 

 ただ、これも、三位一体改革のころから、いろいろ交付税が削られたり、そうした情勢

の中でのことでございまして、それと今回、また、景気が悪化してきたというようなこと

もございまして、こういう状況になっておりまして、県下でも１３市中、私どもの９５．

９というのは、８番目の位置を占めております。まあ、全国的に経常収支比率が上がって

いるというのは、いろいろな事情がございまして、そういったことから硬直化しておるの

は事実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  一般には、経常収支比率が９０％を超えると、財政に弾力性

が失われておると。１００％を超えると硬直化しているというふうに言われております。 

 防府市の人口規模、産業構造が似通った、いわゆる類似団体の平均値と比べてみます。
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今、国の影響なんかがあるなんてことをおっしゃいましたので、そういう平均値と比べて、

これは１９年度のものしか総務省のホームページには出ていないんですが、防府市の経常

収支比率は高い。１１団体の平均は９２．４です。防府市は１９年は、９６．０％だった

ということであります。つまり、類似団体と比べても決して財政に余裕があるほうではな

いと、財政はよいほうではないと言えるのではないかと。他市のことも言われましたけど

も、１９年、萩市９１．４％ですね。山口市９３．４％、周南市９１．７％ということで

あります。 

 この行革の成果を出して、その成果を市民のために還元していくということが、これが

行革の成果であれば、その意味において行革というのは成功とは言えないし、決して財政

状況もよくなってはいないということを指摘しておきます。 

 職員をこれだけ減らしながらも、歳入を増やす工夫がないということで、分母が大きく

ならない、人件費、経常収支比率が３２．３％であったものが、平成２０年では１．４ポ

イントしか下がってないですね、３０．９％。しかし、民間委託のための委託料が含まれ

てる物件費、これの経常収支比率は１０．５から、２０年度は１２．７と、２．２ポイン

ト上昇しております。 

 しかもまあ、最近の経常収支比率の計算式は少し変わってきて、分母に減収補填債とか、

臨時財政対策債も含めるようになってますんで、これをのけて、昔の計算の仕方をすると、

とんでもない数字になりますよね。２０年度は９９．９だったと思います。１９年度は

１００％を超えてます。財政は完全に硬直化しているという数値をあらわしているわけで

あります。それ以外にも、このことによって、先ほども述べたように、多くのマイナス効

果──昨年の災害なんかが顕著な例でありますが──出ていると。つまり、行政改革は成

功していない。 

 また、合併をかつて防府が推進していたときに出されたシミュレーションと比べても、

このとき前期で５０３億円ぐらいの行革効果があるとおっしゃってますね。これ、単純に

人口割したら、１９０億円超えますよね。そのことで考えても、私は行革を数字だけでは

判断したくないが、防府市にならって数字で判断しますと、行革という面を数字から考え

た上で、松浦市政の１２年間は、完全なる、行革という面で考えると失政であったという

ことを申し上げておきます。この項はこれで終わります。 

○議長（行重 延昭君）  次は、安心・安全のまちづくりについて、総務部長。簡潔にお

願いします。 

○総務部長（浅田 道生君）  防犯灯の設置と維持管理に関する御質問につきまして、お

答えをいたします。 
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 御存じのように、自治会において設置、維持管理されております防犯灯につきましては、

防犯灯設置・取替補助金交付要綱によりまして、新設の場合には、その１灯におけます設

置費用のうち１万２，０００円を、取り替えにつきましては４，０００円の補助を行って

おり、電気料金の補助につきましても、３カ月分の電気料金を補助させていただいており

ますが、中国電力の管球取り替え無料サービスの廃止に伴う自治会負担の軽減や、公道部

分に面した防犯灯の維持管理を公費で行ってほしいという要望は、地区懇談会や防府市自

治会連合会からの要望の中でもお聞きをいたしておるところでございます。 

 御提案いただきました、特に市道に面した防犯灯につきましては、設置から維持管理に

至るまで市で責任を持つべきではないかということでございますが、現在、市道には街路

灯として、夜間事故の減少や歩行者の円滑な移動を目的とした道路照明を設置基準に基づ

いて設置をいたしております。それ以外の箇所につきましては、防犯灯として、地域の安

心・安全の観点から、自治会がみずから地域の実情を考えて、設置をいただいておるとこ

ろでございます。こうしたことで、今後もよろしくお願いをいたしたいというふうに考え

ております。 

 自治会の皆様には、今後も、今、言いましたように相応の御負担をお願いするというこ

とになりますが、引き続き防犯灯の設置及び維持管理を自治会にお願いしたいと考えてお

りますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、防犯灯の維持管理につきましては、御存じのように、中国電力におかれまして、

管球取り替え無料は２３年３月をもって廃止ということになりましたんで、昨日も申し上

げましたように、これら総合的な費用の面につきましては、自治会の補助金の中で、全体

で考えていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  補助金の総額とか、そういった面で考えるべき問題じゃない

んですよね、安心・安全ということでありますから。これは私はやっぱり市が、電気料に

至るまで、本来なら全額負担すべきだと考えております。最低でも、市の管理する道路に

あるもの、これについては、管理責任者として、安全を確保するという責任があるはずで

あります。財政的に難しいという部分があるんであれば、補助率を少し上げるとか、補助

金の額を上げるとか、上げるって、ちょっとじゃないですよ。大幅に上げていくとかとい

うことはできないかということを、これは検討していただくようにお願いしておきます。 

 以上であります。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  次に、単独市費土地改良事業予算についてお答えをい
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たします。 

 単市改良事業につきましては、御存じのとおり、今年度当初予算に４，４００万円を計

上したところでございますが、昨年７月の豪雨災害により被災した箇所の復旧を最優先に

取り組んだため、今年度の事業実施は申し込みのあった７０件中１７件を実施するにとど

まり、この３月議会において３，６００万円の減額補正をしたところでございます。 

 この事業につきましては、毎年５５件程度を実施しておりますが、新年度につきまして

は、議員御指摘のとおり、今年度に比べ約９００万円増額し、５，３１０万円を計上して

おりまして、今年度実施できなかったものを含め約６６件の事業を予定しているものでご

ざいます。 

 議員御質問のように、今回の災害を機に要望が増えることも考えられますが、豪雨によ

り被害を受け、災害復旧事業の対象となっている農業用施設もございます。新年度につき

ましては、災害復旧事業に全力で取り組むとともに、この単市改良事業についても、でき

るだけ地元の要望にこたえてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  昨年、決算特別委員会でもお聞きしたことなんですが、平成

１８年では６６件の要望のうち５７件実施、９件の繰り越し。１９年も６７件の要望のう

ち４７件で、２０件繰り越し。２０年度が６５件のうち５４件ということで、１１件の繰

り越しと。まあ、毎年このような状況、２１年度についても、今、部長が言われたとおり

でありますね。ということから考えると、やはりこの増額幅というのは、少し少ないんじ

ゃないかなというふうに考えております。 

 で、もしかすると、災害復旧の中でできる部分もあるのかもしれないと思いますが、そ

れでもこれは、今回の災害でわかったことですが、やっぱり農業用水というのはかなり、

ああいった豪雨災害のときには人命を危険にさらす部分もあるわけですね。ですから、市

民の生命を守るための予算ということで考えていただいて、もうすこし検討いただきたい

と。市民の生命を守るための予算を削るということが、どんなに大変なことを招くかとい

うことは、昨年の災害の教訓として、みんなが学んだことであります。この点についても

考えていただきたいということを御要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、２５番、伊藤議員の質問を終わります。 

 お昼に若干早うございますが、ここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時４６分 休憩 

────────────────────────────────────── 
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午後 ０時５９分 開議 

○副議長（松村  学君）  少し早いですが、休憩を閉じて、会議を再開します。 

 午前中に引き続き、一般質問を続行いたします。なお、議長所用のため、副議長の私が

かわって議事を進行いたします。 

 次は、９番、斉藤議員。 

        〔９番 斉藤  旭君 登壇〕 

○９番（斉藤  旭君）  民意クラブの斉藤旭でございます。質問事項の１点目に、環境

保全対策として、防府市が地球温暖化防止対策の一環として取り組まれている環境家計簿

に関連する質問をいたします。 

 私は、ちょうど１年前の３月議会で、本市の温暖化対策について質問しましたところ、

対策について、るる説明がありましたが、中でも平成１９年度より、家庭での温暖化防止

の効果が期待できる環境家計簿の普及に取り組んでいるとの答弁があり、昨年末には家計

簿の改訂版が出され、手元に届きましたが、この家計簿は家庭部門の温室効果ガスを削減

するため、国民に身近でわかりやすい一人ひとりの取り組みを促す事業として、特に経費

がかかるわけでもなく、むしろ省エネに心がけることにより、温室効果ガス削減が両立で

き、まさに一石二鳥の効果です。そこで１点目に、平成１９年度にこの運動が開始され、

これまでの活用状況とその成果はどうなっていますか、お尋ねいたします。 

 ２点目に、これからの普及対策についてお尋ねいたします。まず手始めに、防府市役所

内にこの取り組みがどの程度行き渡っているかお尋ねいたします。全庁挙げて取り組むこ

とにより、市民の意識の高揚を図ってはいかがでしょうか。 

 ３点目といたしまして、この運動を成功させるための手段といたしまして、一般市民に

幅広く環境家計簿を利用してもらい、利用状況を公募し、優秀作を選び、表彰制度の導入

を提案いたします。優秀者には記念品を贈呈し、何かのイベント等の場を利用し、発表し

てもらう等の方法を取れば、この運動も盛り上がると思いますが、いかがでしょうか。 

 質問事項の２点目に、景観の保全についてお尋ねいたします。 

 最初に、携帯電話のアンテナの規制です。世はまさに国民皆携帯時代となり、特に必要

であろうがなかろうが、小学生から老人に至るまで携帯し、その是非が問われるところで

すが、現代社会にあって、なくてはならない情報伝達手段であると思います。電話各社と

しては、電波の届かないところをなくし、いつでもどこでもつながるという土台がしっか

りしていることが前提条件であり、そのため電波の届かないところをなくすため、基地局

の鉄塔の設置は必要であると思いますが、最近防府市内各地に携帯電話のアンテナが林立

し、景観が破壊されていると感じますが、皆様方はどのように感じておられますでしょう
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か。 

 そこでお尋ねいたします。これから、どれだけアンテナが立てられるか、はかり知れな

いところですが、景観を守るため、将来的にどこでもかしこでも、申請があれば即オー

ケーという安易な許認可の基準を改め、アンテナの立地箇所の条件を厳しく規制すること

が大事です。 

 ２番目に、携帯電話基地局の鉄塔建設は、数社が共同利用する場合に限って認め、単独

利用の場合は認めない景観配慮事項を求めてはいかがでしょうか。配慮事項には、他社の

鉄塔がある地域や開局する際、設置会社と共同利用の協議を必ず行い、やむを得ず新設す

る場合も、共同利用が可能な構造にすることを求めてはいかがでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

 質問事項３番目といたしまして、２００７年６月議会で、記念樹に早咲き桜の採用を取

り上げ、昨年の３月議会で承認されました。ことしも２月半ばごろから、静岡県南伊豆河

津町では、１カ月間、桜まつりが開催され、期間中約４，０００台の観光バスの入り込み

があり、１００万人の人出が予想され、その経済波及効果たるや、伊豆半島全体ではあり

ますが推定３００億円とも言われております。 

 私も１月末、所用で近くまで行きましたので立ち寄ってみましたが、さすが時期が早く、

まだつぼみの段階で残念でありました。また、県内の萩市でも、河津桜が見ごろとの新聞

報道により、私は先月２月２８日に萩市を訪れましたが、本市以上に気候温暖な萩市は、

既に見ごろを過ぎていました。萩市の植栽場所は道の駅、萩しーまーとの隣接地に植えら

れ、場所も狭いスペースに１６０本がひしめいているようでした。 

 本市では先月２月２８日、防府市新築地緑地花の園で、初めて河津桜７９本が植えられ

たと新聞紙上で知り、早速現地を視察いたしましたところ、スペース的にも植樹の間隔も

私のイメージどおりであると思いました。また、周辺には共同トイレやベンチ、街灯等々

完備し、将来的にも人が呼べると思いました。これから、本市の記念樹として採用された

河津桜の将来的な本数と場所及び年間の維持管理費等々についてお尋ねいたします。 

 最後に、交通安全対策について質問いたします。昨年、本市の交通事故による死者数は

１１名となり、昨年、山口県内の死亡事故は、人口１０万人当たり、車両台数１万台当た

り、免許人口１万人当たり、すべて全国ワーストワンと、不名誉な記録で大変憂慮すべき

事態となりました。 

 平成２２年度、松浦市長の施政方針の演説でも、交通安全運動や交通安全教室等を通し

て、交通安全意識の一層の普及徹底を図り、関係機関等と一体となり事故防止に努めると

ともに、あんしん歩行エリア整備事業や防護柵の設置など、交通安全施設の整備を進める
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との、心強い決意を伺い安心しましたが、二、三お尋ねいたします。 

 これからの交通安全運動の進め方や、交通安全教室について。２番目に、これまで、こ

れから先、関係機関との連携について。３番目に、防護施設と信号機の設置基準について

お尋ねいたします。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  私からは、まず記念樹の計画についての御質問にお答えいたし

ます。 

 １点目の、将来的な規模についてのお尋ねでございますが、記念植樹は昭和６２年度か

ら開始し、植栽本数も本年度１，０００本を超え、総本数は１，０４０本となっておりま

す。この記念植樹は、近年では市民の皆様方には大変好評を得て実施しておるところでご

ざいます。また、緑化推進に対しましても大変寄与するものでございます。したがいまし

て、最終的な目標本数は定めず、今後も続けてまいりたいと考えております。 

 ２点目の、場所についてのお尋ねでございますが、議員御承知のとおり、今年度から新

たな記念植樹の場所として、鐘紡沖の埋立地である新築地町東の入り川沿いに位置する新

築地緑地の広場を、記念植樹の植栽場所として活用することにいたしました。そのため、

平成２１年度は、昨年４月末に開通いたしました県道防府環状線より北側について、植栽

場所やベンチ、遊歩道、トイレなどの整備を行っております。残りの南側につきましては、

北側の植栽が完了後、整備に着手したいと考えております。 

 この整備すべてが完了いたしますと、桜２９０本、梅４００本の植栽が可能となり、桜

については、今後、毎年５０本の記念植樹を実施した場合、６年間の記念植樹が可能とな

ります。また、開花時期の異なる桜を植栽し、できるだけ長い期間桜を楽しんでいただけ

る新たな名所として創出できるものと考えております。 

 議員御案内の、早咲きの河津桜につきましては、緑地の一番北側の広場に１３０本植栽

する計画としており、１回目の記念植樹を２月２３日に７９本植栽しております。しかし

ながら、新築地緑地も、あと５年すれば完了することとなりますので、植栽場所として、

ある程度の広さが確保できる候補地の選定をしてまいる所存でございます。 

 ３点目の、これからの維持管理費についてのお尋ねでございますが、記念樹は、植栽後、

市へ帰属していただくことになりますが、樹木の保証期間は、原則として植栽後１０年間、

名板は５年間とさせていただいております。 

 しかし、通常必要なかん水、防除などの維持管理については市で定期的に実施しており
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ますが、その維持管理費は年間およそ２００万円の経費がかかっております。植栽された

記念樹は、皆様方の大切な思い出を記念したものでございます。したがいまして、市とい

たしましては、今後も丁重に管理してまいりますので、毎年花の時期にはぜひ見に来てい

ただきたいと存じます。 

 続いて、交通安全対策についてのお尋ねにお答えいたします。 

 まず、交通安全意識の普及対策についての御質問でございますが、交通安全とは、交通

事故に巻き込まれない、もしくは起こさないための意識であり、交通事故防止の心がけや

取り組みであると受けとめております。 

 したがいまして、交通安全では、市民一人ひとりが交通参加者として、責任を自覚し、

交通安全意識を持ち、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努め、人と車と環境に優し

い運転を実践することが重要となってまいります。 

 交通安全意識を向上させ、交通マナーを身につけるためには、人間の成長過程に合わせ、

生涯にわたる学習を促進して、市民一人ひとりが交通安全をみずからの課題としてとらま

え、交通事故を起こさない意識を育てることが重要でございます。 

 そのためには、交通安全教育指針などを活用し、幼児から成人に至るまで、心身の発達

段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行う必要がございます。 

 さらに、高齢化社会が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、

自転車を使用することが多い小・中学生及び高校生に対しては、自転車の安全利用に関す

る指導の強化も必要であると考えております。 

 本市では、昭和３７年に防府市安全会議を設置し、交通安全対策につきましてもいち早

く取り組み、交通安全教育では、幼児交通安全クラブや幼稚園・保育所、小学校、公民館

や福祉センターで、幼児や児童、高齢者、障害者を対象として教室や講習会を実施してま

いりました。 

 ２０年度の主な実績といたしまして、幼児交通安全クラブ関係では、開催回数２０９回、

子どもと保護者の参加者は４，８９７人、幼稚園・保育所関係では、開催回数１１１回、

子どもと保護者の参加数は７，１２３人、学校関係では、小学校８校、参加者は８８０人、

高齢者関係では、高齢者教室など５回、参加者は２４５人となっております。 

 折しも、春の全国交通安全運動がことしは４月６日から１５日まで実施されますが、市

では重点目標の１つである子どもと高齢者の交通事故防止につきましては、新入学児童交

通安全キャンペーンや、高齢者ドライバーを対象とした実践体験型の交通教室の実施を、

また自転車の安全利用の促進につきましては、高等学校や駅周辺での自転車安全利用キャ

ンペーンの実施をそれぞれ予定しているほか、市広報へ特集の掲載、電光掲示板へ啓発文
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の掲載、のぼり旗・横断幕・交通安全看板等の掲出、大型店・オフトークでの啓発放送な

ども実施する予定でございます。 

 この全国交通安全運動の実施に当たりましては、防府警察署をはじめ、交通安全協会な

どの関係機関や団体と連携して、交通安全を推進しております。 

 市の取り組みのほかに、防府警察署と防府交通安全協会では、街頭啓発をはじめ、小・

中学校での自転車教室、高齢者の家庭訪問、事業所での交通安全教育などを実施されてお

られますし、防府地区安全運転管理者協議会でも、参加団体や企業を対象として交通安全

講習会や交通教室などを実施されるなど、官民挙げて交通安全意識の向上に努めておりま

す。 

 次に、他機関とのこれまで、これからの連携についての御質問でございましたが、安全

会議は、防府警察署、防府交通安全協会、防府地区安全運転管理者協議会、自治会連合会、

老人クラブ連合会をはじめ、高等学校や企業などから構成されており、交通安全の推進に

つきましては、これまでも、これら関係機関や団体に加え、防府市交通安全推進員の皆様

とも協議を持ち、連携して取り組んでおりますので、今後も引き続き連携を強化して取り

組んでまいりたいと存じます。 

 続いて、交通安全施設の整備についての御質問にお答えいたします。 

 まず、信号機の設置基準についてでございますが、信号機は道路管理者の申請に基づき、

公安委員会がその必要性などを判断されることになります。 

 次に、ガードレールの設置基準についての御質問にお答えいたします。まず、車両用の

設置基準でございますが、車両用のガードレールは、「主として、車両の路外への逸脱に

よる乗員の人的被害や第三者への人的被害の防止を目的」として設置するものでございま

す。 

 設置する区間といたしましては、盛り土、がけ、擁壁、高架などの区間や、海、川、水

路などに近接する区間、鉄道、他の道路などに立体交差または近接する区間、事故が多発

する道路、または多発する恐れのある道路で、効果があると認められる区間などに設置す

るものとしております。 

 次に、歩行者、自転車用ガードパイプの設置基準についてでございますが、歩行者など

の転落防止や横断防止を目的として設置するものでございます。設置する区間といたしま

しては、盛り土、がけ、擁壁、高架などの区間や、歩道に接して大きな水路などがある区

間において、また交通量の多い道路について、歩行者が横断道以外の場所を横断できない

よう設置するものとしております。 

 最後に、カーブミラーの設置基準についてお答えいたします。カーブにおいて、見通し
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が悪く、危険が予想される場所や市道と市道の交差点、市道と私道・農道との交差点に設

置することにいたしております。 

 私道の条件としては、沿線に土地、建物とも５件以上の所有者があること。道路は公衆

用道路、帰属道路とする。道路幅員は２．５メートル以上とする。公共性の高い施設に接

続する道路、以上の４点としております。 

 また、農道の条件として、農道専用道路ではなく、一般の通行者が見込まれる道路であ

ることとしております。車道と歩道との交差部分は、車が歩道に出る場合は一たん停止し、

安全確認することが運転者に義務づけられており、また、自転車も車道との交差部におい

ては、よく確認し、横断することが義務づけられております。 

 そこで、カーブミラーを設置することで、事故を未然に防ぐことができ、その効果が十

分発揮できると認められる箇所には設置することにしております。 

 以上、設置基準についてお答えいたしましたが、各地域からの要望につきましては、現

地を調査の上、可能な限り要望にお答えできるよう努めておりまして、平成２１年度にお

きましては、自動車用ガードレールを２カ所２８メートル、歩行者自転車用ガードパイプ

を５カ所５２．５メートル、カーブミラーを２２カ所、設置してきたところでございます。 

 残余の御質問につきましては、生活環境部長、土木都市建設部長より答弁いたさせます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  ありがとうございました。それでは、最初に記念樹、特に早咲

き桜に関して再質問いたします。ただいまの御答弁で、桜については、毎年５０本、これ

から先６年間、あと３００本を予定しておるという御返事、御答弁をいただきました。特

に、早咲き桜は大変好評でございまして、申し込んでもなかなか当たらないと、そういう

不公平を是正するために、予約制度を導入してはどうかということをお尋ねいたします。 

 なぜなら、私は昨年４月１５日号の市広報で河津桜の記念樹の募集を目にし、募集期間

が５月１日から平成２２年１月２９日とのことで、募集期間もたっぷりあることだし、そ

んなに急がなくても大丈夫だろうと、まあ楽観をしておりました。そして、連休明けの

５月７日に申し込みに行ったところ、既に申し込みが殺到し、とっくに募集を締め切った

とのことで、残念ではありましたが、予想以上に好評とのこと、まあ、喜んでもおりまし

たし、大変安心をいたしました。ところが、あきらめていた河津桜の記念樹の２次募集が

あり、今度こそはと、私、ある程度、ほんと覚悟して、３万円持って受け付けを、申し込

みに行きました。しかしながら、今回も売り切れとのことでした。そのとき既に廊下には

約１０人ぐらいの人が、あきらめきれない様子でおられました。 

 そうこうしておるとき、突然、市の係員が、記念樹の申し込みを打ち切ったことを知ら
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せる内容のプラカードを掲げて、廊下を闊歩というか、私はほんとびっくりして、口がふ

さがらないとは、ほんと、このことを言うんだなと思いました。せっかく朝早くから、喜

び勇んで、楽しみにして来られた一人ひとりに、口頭で説明すべきであると思いますが、

このような手抜きというか、そんなことを私は目前にして、愕然といたしました。 

 そこでお尋ねいたしますが、これは上司の担当部の御指導でしょうかどうか、お尋ねい

たします。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  議員御質問の募集に当たりましての予約制等につ

きましての御質問と、また、その記念樹の申し込みの、どう言いますか、お断りというこ

とに対する市の姿勢ということについての御質問だと思います。 

 予約制につきましては、記念樹も、議員、今、御質問の中にもありましたように、昨年

大変好評がよく、午前中で締め切ったというような状況に至っております。ただ、今後、

その予約制につきましては、また予約日を設定すれば、その予約日に殺到するというよう

な状況になるというように考えておりますので、その募集の方法で、ほかにまだいい方法

が考えられないかということは、今後、ちょっと研究してみたいというふうに考えており

ます。 

 また、その募集に当たりましてのお断りにつきましては、プラカードを掲げて行ったと

いうようなことでございますが、この点につきましては、１０人もの方が列をつくられて

おったというような現実からして、これは口頭でそのお断りをするということにすべきだ

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  今、部長が申されましたように、本当にせっかく来られたわけ

ですから、お一人おひとりに丁寧に、私はお断りするのが、本当にもう当然だろうと思い

ますので、この次もありますから、そういうことの、手を抜いたような応対をしないよう

にお願いいたします。 

 それと、もう１点、予約が、また予約の日に殺到するということでしたけど、その場で

予約しておけばいいんです、来られた方に。だから、せっかく来られた方に、その場で次

の予約をしておくと、そういったことをすれば、改めて申し込みに行く必要はないのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  ことしは、当初５０本、それから余り希望が多い
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ということで、追加に３０本というような格好で募集をやらせていただきました。今後、

例えば、今年度といいますか、募集をかけた場合、また今の予定では５０本程度を考えて

おります。そうした場合に、そのときの予約によりまして、次、その５０本の中に入らな

かった方につきまして、予約を受けたといたしますと、これは来年度以降というような格

好になります。 

 それで、来年度以降ということになりますと、またそのあたりで記念樹という気持ちが、

その日にち日にちにこだわりもございますでしょうから、その中でまた次年度ということ

が、また皆さんのお気持ちの中で理解していただけるかということもございますので、ま

た、先ほど申しましたように、そのあたりでいい方法を少し研究させていただきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  今、来年度だったら記念樹の意味がなくなるということでした

けど、それでは申し上げます。私、ちょうどそこへ行って、今度は私、まあ往生際が悪い

もんですから、もう１回、「ほんとになくなったんか」と聞いたんです。そしたら、今度

は若い人が「来年来てください」と言うんです。来年来てください、本当は、皆さんはど

うか知りませんけど、そんなに、私の記念はそんなに毎年あるものではありません。ほん

と、パチンコ屋の開店祝いみたいに、毎年あるもんではないです。（笑声）だから、今、

言われたことを職員の方が言われたんですよ、来年来てくれといって。だから、それだっ

たら来年来ても同じようなことだと思います。だから、予約をしておけば、今度は次が計

算しやすいんですよ。そんときもう予約を受けておれば。来年でもいいですかという、そ

ういう確認をとれば幾らでも受けられると思うんですよ。だから、決しておかしいことで

はないと思います。特に職員も、来年来てくれといって言われたわけですから。もう１回

御答弁をお願いします。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  また、来年来てくださいというような、まあ御返

事をさせていただいたということでございますが、また今の市の募集の方法から言います

と、また来年、その募集日に当たりまして、また再度予約に来ていただきたいというよう

に申し上げたというように考えておるわけですが、そうすれば、また、その段階で、議員

のように、また漏れた方ができるというようなことも、これは十分考えられるわけでござ

います。それで、今、予約制度がいいのか、また、ほかの方法も考えられるのではないか

というようなこともありますので、この件につきましては、再度その募集の方法について
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研究させていただきたいというように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  余り難しゅうにしないように、ほんとに見やすいことです、予

約を取るというのは。だから、ぜひ予約制度の導入というのをお願いいたします。 

 それと、例えば、今のは個人ですよ、個人ですけど、例えば市内の何かの団体というか、

グループが３０本、５０本というふうに申し込まれたときはどのように対応されるのか、

御答弁をお願いします。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  この記念樹の制度につきましては、皆さんの人生

のいろいろの記念日ということで計画しながらやってきております。団体で、例えば

３０本、５０本というような要望をされるということになりますと、本来の趣旨からして

なかなか意に沿うことは難しいというように考えております。 

 以上です。 

○副議長（松村  学君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  記念植樹については、市民の皆様方の大変関心も高い、御好評

を得ておるということも、議員の今のお話の中からもかいま見られたところでございます。

その折の職員の応対事例につきましては、大変まずい、大変な失礼であったなあと、この

ように私も感じた次第でございます。 

 また、この記念植樹をする、植栽する場所を確保するということは、これはなかなか大

変な作業のようでございます。予算も伴ってくることでもございます。しかしながら、記

念植樹をしたいというせっかくの気持ちがそんなに強いものであるならば、行政としても、

それにこたえていく責任が私はあると思っております。したがいまして、市が管理できて

いるところもあれば、あるいは別の方が管理しておられる、例えば天満宮様の梅の小径の

ようなところなども、行ってみますと、まだまだ整備不十分なところなどもたくさんござ

いますし、あるいは大平山山頂公園なども、まだまだ余地もないことはないと、このよう

にも思っておりますので、臨機応変の対応が可能となるように、担当部署においてしっか

り検討させたいと思いますので、しばらく時間をちょうだいできたらと思います。 

 以上です。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  それでは、いろいろ私も納得いかないようなとこもありますが、

市長はそのように前向きに取り組むということでございましたので、この項は終わりたい
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と思います。 

 次に、交通安全対策でございますが、これから交通安全教育も徹底し、それから特にこ

の春の交通安全期間中、自転車の指導、これは警察、協会等との連携を密にしてから、こ

の自転車のマナーについて、特に指導するということでございましたので、大いに頑張っ

てもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それから、３点目のガードレールの設置、これは車両の転落防止、それから歩行者の転

落の恐れのあるところに設置すると。そこで、各地域からの要望があったところは現地視

察をすると、して対応するということでございましたが、まあ私、地域のことを取り上げ

て大変申しわけないんでございますが、実は、２００９年１２月議会で、私は地域の幹線

道路の整備について質問いたしました。これは、詳しくは市道駅北市東線、市道繁枝旦西

線の交差点の整備ということです。見通しをよくしてほしいという、そういう要望をいた

しましたところ、まあ、ほんの言いわけ程度にやっていただきました。が、ほんとに肝心

なところが残っております。 

 先ほど言いましたような、実は、そこは繁枝神社といいまして、まあ地域では人が一番

集まるお宮なんです。そこの溝にたびたび人や車が落ちて、ガードレールを設置してほし

いという、そういう要望が出ておりまして、私もお願いに行きましたところ、基準に合致

しないからということで──まだ返事はいただいていないと思います。それで私は返事が

ほしいと言いましたところ、２度ばっかりお願いしましたが、何の返事も、今もっていた

だいておりません。だから、今回は、もうやむにやまれず、一般質問をさせていただいた

わけです。 

 そしたら、「こねえなことを一般質問してんですか」と言ってブレーキをかけられまし

た、私は。（笑声）だから、気の弱い私ですから（笑声）ほんと、やめようか、言おうか、

言うまいかと思うて、かなり私は悩みました。まあ、きょうは思い切ってほんと申し上げ

ますけどね。これはほんと、人命にかかわることですから、ぜひ私はやっていただきたい

と思います。部長はこの要望を御存じないと思います。まあ、それはどっちでもいいんで

すけど。（笑声）ほんとに、ぜひ、そう難しい問題じゃないからお願いいたします。まあ、

この項も終わります、後がありますから。 

○副議長（松村  学君）  はい、次。次は環境の保全について。生活環境部長。 

○生活環境部長（古谷 友二君）  それでは、私のほうから環境の保全につきまして、お

答えいたします。 

 環境家計簿の成果と普及対策についての御質問でございますが、人類の生存基盤を脅か

す喫緊の環境問題である地球温暖化は、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの急激な
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増加が要因とされております。このまま、温室効果ガスが増加し続けると、異常気象や穀

物生産量の低下、野生生物の絶滅等が生じる恐れがあると指摘されており、１８世紀後半

の産業革命以前を起点といたしまして、世界の平均気温の上昇を２℃程度に抑える必要が

あるとされております。 

 そのためには、２０５０年までに、現状より温室効果ガス排出量を少なくとも半減、中

でも先進国については８０％以上の削減が必要とされています。このような中、我が国は

その中期目標として、１９９０年比で２０２０年までに２５％削減を国際的に表明してお

ります。 

 現状の我が国の温室効果ガス排出量は、２００７年度において、基準年である１９９０年

度と比べて９％増加しております。とりわけ私たちの生活に伴い発生する家庭部門におけ

る温室効果ガス排出量は４１．２％も増加しており、家庭における地球温暖化対策の取り

組みが特に重要となっております。 

 そこで、本市の家庭における地球温暖化対策の取り組みとして、家庭でできる具体的な

地球温暖化対策の取り組みを記載した環境家計簿の活用を大きな柱をとらえ、その普及促

進に努めているところでございます。この環境家計簿は、平成１９年度に試験的に作成し、

市内主要事業所や市職員を対象に配布、活用していただき、そのアンケート結果をもとに

改定したものでございます。 

 環境家計簿の普及促進につきましては、２０年度の華浦地域を皮切りに、２１年度華城

地域、新田地域で全戸配布を実施し、年次計画的に市全域に普及拡大を図ることとしてお

ります。なお、２０年度利用を呼びかけた華浦地域については、２１年度内に利用結果の

御提供を呼びかけているところでございます。 

 そのほかの普及促進としましては、市役所生活安全課窓口や公民館で希望者に配布し、

ホームページにおいてダウンロードできるよう掲載するとともに、ＦＭわっしょい、６月

の環境月間でのケーブルテレビでの番組放送や、市広報、出前講座など通じて、機会ある

ごとに環境家計簿の活用を呼びかけしておるところでございます。 

 また、議員御提案の表彰制度につきましては、環境家計簿の普及促進に大いに貢献する

施策として考えますので、前向きに検討してまいりたいと存じます。なお、こども版の環

境家計簿も作成しており、今年度は教育委員会及び市内小学校の協力を得て、６年生全児

童分の配布を行ったところでございます。 

 この、こども版環境家計簿も、年度内に教員の皆様から御意見をいただき、来年度以降

の環境学習副教材の作成につながるよう、取り組みを進めているところでございます。 

 今後とも、本市の地球温暖化対策の柱の一つとしての環境家計簿の普及促進を継続的に
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実施してまいりたいと存じます。 

 いずれにいたしましても、地球温暖化を防止するためには、市民一人ひとりが日常のラ

イフスタイルを変えていくことが必要不可欠でありますので、今後も地球温暖化対策に対

する市民の意識醸成につながる施策の展開に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  ありがとうございました。まあ、地球環境、これは小さいころ

からの、まあ教育が大事であろうかと思います。こども版環境家計簿、そういう教本は大

いにこれから将来役立つと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、環境家計簿の優秀作品については表彰制度ということを前向きに検討すると

いうことでございまして、この作品をどのように評価するかというのが大変難しい課題に

なろうかとは思いますけど、いろいろ工夫されて取り組んでいただきたいと、このように

思っております。 

 それで、私、昨年一般質問の際に、環境家計簿の記帳に挑戦し、機会があれば発表する

というお約束をし、ちょうど１年になりましたので、成果を報告いたします。まず、我が

家の平成２０年、これ一昨年１月から１２月のＣＯ２の排出量、これは全くもう関係なし

に、そのまま使いっぱなしを記帳したものでございまして、８，６８６キログラムと、こ

のように、全国的には５，３５０キログラムという、全国的な数字をかなり上回って、ほ

んとにはずかしい思いがいたしております。 

 そこで、去年は、２１年１月から１２月の排出量は７，７９９、前年に比べて８８９キ

ログラムの削減となりました。これは１０．２％の減でございました。そして、金額に換

算、金額は１０万９，７５０円の節約になったということでございました。まあ、いろい

ろな部門において気をつけて省エネに心がけましたが、まあ特に削減効果が多かったのは、

ガソリンの使用に関するものでございました。当然、急発進、急加速をやめ、アイドリン

グストップ等々に心がけ、給油も２０リットルに抑えて、経済運転に努めましたが、メモ

リが切れて冷や冷やすることもたびたびありました。まあ、それでもなおかつ、まずマイ

カーの使用方法も、今まではただ漫然と家を飛び出してから気ままに走っておりましたが、

この運動に取り組むようになってからは、出かける際ある程度用事をまとめて、それから

道順も無駄のないように、コース設定を頭に入れて、いろいろ考えて行動するようになり、

まあ私はボケ封じにも、考えることによりボケ封じになったような気がいたします。 

 また、電気の使用に関しましては、これまで食事等々だんらんの時間以外は、夫婦それ

ぞれ別々の部屋で過ごして、電気代、冷暖房費も２カ所で使っておりましたが、極力１つ
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の部屋で過ごすようになりました。そういうことで、多少光熱費が減りましたが、まあ、

一緒におると夫婦げんかも結構たびたびあり、まあ、省エネというのも大変だなあと思う

こともたびたびありました。（笑声）ただ、夫婦のコミュニケーションの構築は、この歳

になって少しはできたかなという、そういう、気がいたしております。 

 この運動に取り組んで、感じですけど、何かしみったれているような気がしてなりませ

んでしたが、まあ少々の抵抗があっても、一人ひとりの責任として、ＣＯ２削減に取り組

んでいく必要性というのは感じました。 

 以上、私の体験談を発表いたしました。（笑声） 

○副議長（松村  学君）  次に、景観の保全について、土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  それでは、景観の保全についての御質問にお答え

いたします。 

 まず１点目の、携帯電話アンテナの規制についてのお尋ねでございますが、携帯電話の

利便性は極めて高いものであり、機能の向上とともに、急速に普及したため、市内にも相

当数の中継アンテナが設置されているものと思われます。 

 この中継アンテナは、交信範囲の拡大を目的としたものであり、まず、経済効率上、人

口密集地をカバーするため、その多くは、まず高さのあるマンションやビルの屋上などに

設置され、次に周辺部をカバーするため、見晴らしのよい山頂などに設置されているよう

です。 

 また、これらは、民間企業である携帯電話会社がそれぞれ営利を目的に活動をしている

ものでありますが、市民の皆様の利便性を考えますと公共性が高いものと思われます。し

たがいまして、本市といたしまして、中継アンテナの設置を規制する方向での指導は図り

かねると考えております。 

 次に２点目の、携帯電話各社のアンテナの共用についてのお尋ねでございますが、中継

アンテナは、交信範囲の広さを確保するため、携帯電話各社の中継ネットワークの中でそ

れぞれが設置し、管理しているものと思われます。 

 この中継アンテナにつきましては、さまざまな視点からの議論があるようですが、基地

局の共用に関しましては、以前にも総務省の委員会などにおいて、全国レベルの議論がな

されたこともあるようです。 

 しかし、各社では、使用する電波の周波数帯が異なること、既存の基地局の鉄塔のアン

テナ搭載容量を考えると、強度不足になるという物理的な理由などのほか、各社にそれぞ

れの思惑もあるようで、実現に至っていないのが現状と思われます。 

 このような状況を考えますと、現時点では、各社での共用という指導は難しいと思われ
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ますが、市有地の山などに中継アンテナを建設する際には、周辺状況に応じて、中継アン

テナを景観に配慮した色合いにしていただくよう要請してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  ９番、斉藤議員。 

○９番（斉藤  旭君）  これはなかなか難しいし──のではどうしようもないというこ

とでございましたので、納得、まあ、できないけど、わかりました。ただ、景観に配慮し

てもらうようには、そのように重々申し込みの申請の際に指導していただきたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○副議長（松村  学君）  以上で、９番、斉藤議員の質問を終わります。 

────────────────────────────────────── 

○副議長（松村  学君）  次は、１７番、山根議員。 

        〔１７番 山根 祐二君 登壇〕 

○１７番（山根 祐二君）  公明党の山根でございます。本日最後の質問となります。ど

うかよろしくお願いを申し上げます。 

 平成２１年７月、防府市の豪雨災害から７カ月が経過をいたしました。御存じのとおり、

防府市が今までに経験したことのない同時多発災害であり、尊い人命を失い、多くの家屋

被害、農地被害、交通網の損壊等が発生をいたしました。 

 災害の翌日から、県内はもとより全国から多くの励ましや義援金品を寄せていただき、

被災した防府市民に復興に立ち向かう勇気と希望を与えていただきました。また、各地か

ら駆けつけていただいた述べ６，０００人を超えるボランティアの皆様の尊い汗と、その

気高い志を、我々防府市民は長く心にとどめ、感謝の気持ちを持ち続けてまいりたいと決

意をしております。 

 特に、被災直後から、行方不明者の捜索に当たっては、警察の方々、自衛隊の方々、ま

た捜索のための救助犬を派遣していただいたＮＰＯ法人日本レスキュー協会ほか、多くの

団体や企業から応援活動、支援活動をしていただきました。この場をおかりしまして、厚

く感謝を申し上げます。 

 さて、災害前の平成２０年１０月付の防府市地域防災計画では、多くの総合応援協定を

締結していることが記されております。緊急時に備え素早い対応ができるよう、このよう

な応援協定は重要なものとなります。今回の災害を教訓として後世に残すためにも、災害

時の応援協定が果たした役割を確認しておくことが大事と考えます。あるいは、さらなる

協定が必要ではないかも、あわせて協議しておくべきであります。 
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 また、協定を締結していない多くの団体や企業、事業所の方々からも、まごころの御支

援をいただきました。行政の対応の不十分であったものや、対応できなかった部分へのボ

ランティア活動には、行政として感謝の意を尽くし、その功績を広く市民にお知らせする

べきではないでしょうか。人の善意を当たり前と考えてはいけません。最大に感謝し、礼

を尽くすべきであります。そこで質問ですが、現時点で防府市が団体、企業等と災害時の

協力及び応援に関する協定を締結していますが、その主な締結先と内容はどのようなもの

がありますでしょうか。 

 次に、昨年の豪雨災害の協定に基づいた団体、企業の支援、協力の実績はどうであった

のか。 

 ３番目、それらの協力や支援をいただいた団体、企業に対する感謝の御礼や検証はどの

ように行ったのかお答えください。 

 ４番目、個人、団体のボランティア活動の方々への報恩、感謝の意はどのように伝えた

のか、以上４点をお答えください。 

 次に、介護予防事業についてお尋ねをいたします。近年、要支援、要介護１、２の高齢

者が急増し、介護予防の普及が急がれています。介護予防サービスは、介護保険以外の公

費で賄い、公的機関が主体となり、地域力を生かすことで、介護予防事業をさらに充実さ

せることが重要であります。 

 だれもが長寿を喜び、安心して老後を暮らせる社会の実現は、まさに政治に求められて

いる最重要課題であり、私が所属する公明党は、そうした社会の実現に向けて、昨年、介

護現場の生の声を聞き、新たな政策の立案に向けて介護総点検に取り組みました。そして、

介護総点検によって浮き彫りになったさまざまな課題や改善点を、早速政策提言「新介護

公明ビジョン」としてまとめ、２月２４日、公明党の山口代表が首相官邸に鳩山総理を訪

ね、この公明党の「新介護公明ビジョン」を手渡したところです。これに対して総理は、

「大いに政府として参考にする。具体的な内容については、早速、厚生労働省などに検討

を促したい」と述べたことを、ここで紹介しておきます。 

 私は先日、先進地視察として、東京都日野市へ行ってまいりました。日野市では、運動

習慣のない６０歳以上の市民を対象に、さわやか健康体操事業を行っています。目的は、

住み慣れた地域で体を動かせる場を提供し、健康に対する高い意識や自立した運動習慣を

身につけることで、市民の健康の維持増進を図るというものです。 

 これは、日野市の独自体操を作成し、ほかにストレッチ、リズム体操などの有酸素運動

を主な運動メニューに取り入れ、週１回、６カ月を１コースとして、年２コース開催。

１回の教室は６０分です。平成１４年の事業開始時は年間２００人であった申込数が、平
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成２０年では２，０００人を超えているのには、正直、驚きました。体操にこれだけの人

がなぜ集まるのかと思い、実際の教室を見させていただいたところ、単なる体操教室では

なく、プロのトレーナーが工夫を凝らし、楽しく教える、いわばジャズダンス教室風のも

のでした。まさに、高齢者の生きがい創出事業といえるのではないでしょうか。 

 同じく、６０歳以上を対象に、健康遊具を活用した健康づくり教室事業を行っています。

目的は、健康遊具を普段の生活の中で活用してもらうことで、日常生活動作の改善や、介

護予防、公園を中心とした仲間づくりに役立ててもらうことです。 

 概要は、市が設置した９種類の健康遊具を活用し、各種体操やウォーキングを取り入れ

ています。週１回で３回を１コースとして、年１回秋に開催し、１回の教室は９０分です。

専門の指導員がつきます。健康遊具を活用した健康づくり教室の成果として、日常生活の

リズムがよくなった、交友関係が広がった、他の運動をするようになったなどのアンケー

ト結果が出ています。 

 通常、介護予防事業の対象とする高齢者というと、６５歳以上と定義する例が多く見ら

れますが、日野市では、運動習慣はないが元気な高齢者ということで、６０歳以上を対象

としているのが注目すべき点と言えます。 

 ６０歳以上を対象としたのはなぜかと聞いてみました。すると、時間的にも経済的にも

余裕ができやすいからということが理由の一つのようです。その結果、教室に参加する人

も多く、活気があります。しかも、修了者による地域コミュニティの形成にも寄与してい

るようです。 

 そこで質問ですが、まずは防府市の介護予防事業の状況を教えてください。 

 ２番目に、防府市でも独自の健康体操を作成し、事業として取り組んではいかがでしょ

うか。 

 ３番目に、以前私は、公園に大人用の健康遊具を設置することを一般質問で取り上げた

ことがあります。行政の公園の遊具に対する管理責任が問われる中、使われなくなって、

そのままの子ども遊具が見受けられます。例えば、これらを大人用健康遊具に入れかえ、

健康づくり事業として活用してはいかがでしょうか。執行部の御所見を伺います。 

 以上、壇上での質問を終わります。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  私からは、災害時応援支援活動団体についての御質問にお答え

いたします。答弁に先立ちまして、改めて災害発生直後から、格別の御支援と御協力をい

ただきました自衛隊、警察、行政機関、医療関係者、ＮＰＯ法人日本レスキュー協会、Ｎ
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ＰＯ法人九州救助犬協会並びにボランティアの皆様、さらに激励のお言葉、支援物資、義

援金をいただきました多くの皆様方に対し、心から感謝申し上げます。 

 最初の御質問の、災害時の協力及び応援に関する主な協定先とその内容についてでござ

いますが、御案内のように、大規模な災害が発生した場合におきましては、災害救助法な

どに基づいて、国、県、市の各関係行政機関の応援をいただくこととなり、昨年の豪雨災

害においても、大変な御支援、御協力をいただいたところでございます。 

 そのほか、主な協力・応援協定先といたしまして、救援・救助活動では、山口県広域消

防相互応援協定を締結しておりまして、現時点では、災害救助犬の出動に関する協定を、

ＮＯＰ法人日本レスキュー協会及びＮＰＯ法人九州救助犬協会とそれぞれ締結いたしてお

ります。 

 また、災害に関する情報につきましては日本放送協会から随時放送されておりますが、

このほかに緊急情報の送出システムの契約を山口ケーブルビジョン株式会社と、放送要請

に関する協定を株式会社ぷらざＦＭと締結しております。 

 食糧等の救援物資につきましては、防災協力協定を、株式会社丸久、マックスバリュ西

日本株式会社、株式会社マイカル、株式会社イズミ、株式会社ユアーズ、ベル商事株式会

社の６業者と締結し、住宅関係といたしましては、民間賃貸住宅の媒介に関する協定を、

社団法人山口県宅地建物取引業協会防府支部と締結いたしているところでございます。 

 次の御質問の、豪雨災害時の要請に基づいた団体の活動述べ日数と延べ人数についてで

ございますが、防災等関係団体の皆様方には、災害発生当日の７月２１日から２８日まで

の８日間、懸命に救援・救助・捜索活動に携わっていただきました。その出動日数や人員

等につきましては、防府市で把握しているものについて、以下のとおりでございます。 

 まず、陸上活動隊の関係者といたしまして、下関消防、周南消防、下松消防、警察、自

衛隊、山口県の６団体で、延べ日数３４日間の、延べ人数３，６８０人でございます。航

空隊の関係者といたしましては、山口県、愛媛県、福岡市、北九州市からの航空隊と、陸

上自衛隊第１３飛行隊の５団体で、延べ日数７日間の延べ人数４６人でございます。 

 医療関係者といたしましては、山口県立総合医療センター、徳山中央病院、山口大学附

属病院の３医療機関で、延べ日数３日間、延べ人数１５人でございます。 

 救助犬の活動といたしましては、２法人の、延べ日数８日間、延べ人数２６人、３２頭

となり、以上すべてを合計しますと、１６団体の、延べ日数で５２日間、延べ人数で３，

７６７人、３２頭となっております。 

 次に、災害時の協力や支援をいただいた団体、企業に対する感謝のお礼や顕彰はどのよ

うに行ったのか、またその内容についての御質問でございますが、被災者の救援、捜索活
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動に携わっていただいた山口陸上自衛隊第１７普通科連隊、第１３普通科連隊、航空自衛

隊防府北基地・防府南基地、下関消防、周南消防、下松消防、ＮＰＯ法人日本レスキュー

協会、ＮＰＯ法人九州救助犬協会には、私みずからが出向き、直接感謝状をお渡しし、感

謝の意をお伝えいたしておりますほか、副市長と各部長におきましても、関係のある行政

機関に出向き、直接感謝の意をお伝えしております。 

 また、多数の支援物資をお寄せいただきました２１４社の団体・企業や義援金をいただ

いた２，９７４件の皆様方のうち、住所等確認できました方々には、感謝の意を表した礼

状を送付しております。 

 最後の御質問の、個人、団体のボランティアの方々への報恩、感謝の意はどのように伝

えたのか、また、その件数についてでございますが、防府市・佐波川流域災害ボランティ

アセンターから被災地に派遣されましたボランティアの皆様は、個人の方１，８００人と

８９団体であり、災害ボランティアの皆様には、主に宅地内に流入した土石流の除去作業

に携わっていただきました。 

 このほかにも、直接被災地に向かわれた多数の個人や団体からも御支援をいただいてい

るところでございます。 

 こうした尊いお気持ちに対し、感謝の意を表した礼状を送付いたしておりますが、果た

して十二分に感謝の気持ちをお伝えできているかどうか、私としては大変気になっている

ところでありまして、今もって、あらゆる機会をとらえて、災害ボランティアや義援金等

に関するお礼を言上しているところでございます。 

 なお、名前を市役所ロビー等への掲載についてでございますが、御支援いただいた方々

のお名前を市役所ロビー等へ掲載することにつきましては、個人情報等もございますので、

慎重に対応しなげればならないと考えております。 

 残余の御質問につきましては、健康福祉部長より答弁いたさせます。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  御丁寧な答弁ありがとうございます。今、答弁にありました

ように、多くの人々の御支援があり、今日の防府市があるというのを感じました。 

 市長自身が直接出向いて感謝状をお渡しし、感謝の意をお伝えした方もあるというふう

に答弁がありましたけれども、その感謝状贈呈の数と主な相手先を教えていただけますか。 

○副議長（松村  学君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  先ほども申し上げましたように、私はこのお礼といいますか、

感謝の意をお伝えすることは極めて大切なことであると、このように思っておりまして、

陸上自衛隊山口でございますが、あるいは防府にございます陸上自衛隊のヘリコプター部
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隊、あるいは航空自衛隊の北、南、それぞれ両基地、あるいは下関消防、周南消防、下松

消防、あるいは伊丹にございます日本レスキュー協会、熊本にございます九州救助犬協会

等々は、私が出向き、感謝状をお渡しをいたしておりますし、また周南市、あるいは下松

市、あるいは山口市御当局にも直接私が出向いて、市長さんにお会いをし、お礼を言上い

たしているところでございます。そのほか、壇上でも申し上げましたが、副市長、各部長

も関係ある行政機関に出向いて、直接感謝の意を伝えているところでございます。 

 件数につきましては、私、個人的には把握をいたしておりませんが、かなりの感謝状を

お渡しした記憶がございます。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  多くの行政の機関に感謝状をお渡ししているようですけれど

も、感謝状を贈る基準というのがあるのかないのか。あればどういったものがあるのか。

そして、一般の民間の企業・団体には、今この中に入ってなかったようですけども、そう

いった相手先に感謝状というのは、今回は贈呈、お渡ししていないということでしょうか。

その基準についてもお話しください。 

○副議長（松村  学君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  基準は特に設けておりませんが、感謝の気持ちを込めまして、

住所などがわかっているところには、感謝状や礼状をすべて発送いたしております。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  市長名での感謝状というのは、感謝の意をお伝えするには十

分な効果があるのではないかと思います。まあ、行政機関だけではない、企業とか団体に

も、もっと多くの感謝状を贈ってはと思うのですけども、そういったところはちょっと何

か問題がありますかね。お答えください。 

○副議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  先ほど市長が申しましたように、直接お渡ししたのは、市

長が申しましたとおりでございますが、そのほかにつきましては、全部ということは私ど

もも網羅できなかったということは自覚をいたしておりまして、当然、差し上げたほうが

よかったということも、今になっては考えておるわけでございますが、いずれにいたしま

しても、最低限の礼は失しないようにやっていきたいというふうに考えておりますし、ま

た義援金をたくさんの方からいただいておりますが、この最後の義援金のいわゆるお渡し

方法といいますか、配分が決まりましたら、その義援金をいただいた方に対しましても、

こういった結果といいますか、こういった方法でお配りをし、こういった金額をお配りし

ましたというふうな結果報告も込めて、改めてまた礼状も出したいというふうに考えてお
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ります。よろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  総務部長の答弁の中に、差し上げたほうがよかったかも、今

思えばという言葉もありましたので、今からでもおそくはないと思いますので、もしそう

いった該当がありましたら、ぜひ実行していただきたいなと思います。 

 で、支援とか応援をしていただいた方の名前を、市役所のロビーへ掲載するということ

については、個人情報の問題もあるという御答弁でありましたけれども、企業名とか団体

名であれば、それを掲示して、お知らせするということは可能ではないかと思うのですが、

また、救助活動における、その写真なんかなどとあわせまして、市役所ロビー、市役所に

来られた方の目につくような場所に掲示して、その功績をたたえると、市民に知らせると

いうことについてはいかがでしょうか。 

○副議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  今回の災害につきましては、今検証委員会で検証を行って

いるところでございますが、当然その、いわゆる記録誌といいますか、その記録は残して

いかなきゃならないということは、当然でありますが、考えております。 

 その記録誌の中に、そういった、今回、御協力をいただいた、あるいは御支援をいただ

いた方々の、団体なり御芳名といいますか、芳名を載すことについては、ちょっと今、他

市の例もちょっと参考にしなければならないということも、今、考えております。 

 と言いますのも、まあボランティアの方であるんなら、佐波川の、いわゆるその、今、

何といいますか、センターのほうに登録をいただいて御協力をいただいた方については、

お名前も、把握もできておりますが、まあ団体につきましても、いわゆる個人的に御参加

いただいたというのも多々あろうかというふうには思っておりますので、その方々の把握

といいますか、住所も含めて、実態が把握できていないという現実もございますので、そ

の辺との、ちょっとこう、バランスと言ったら言葉が悪いかもわからんですけど、この方

は載して、この方は載さなかったということがあってはならないというふうには考えてお

りますから、まあ、どういった方法でお載せするのがいいのかは、ちょっと検討させてい

ただきたいというふうに考えております。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  はい、わかりました。豪雨災害の記録誌作成経費というので

１６５万５，０００円計上されておりますので、まあ、その範囲の中で、やはり市民にも

それを知らせると、伝えてあげると、その功績を広く知らせるということにも、心を砕い

ていただければと思いますので、これは要望としてお願いいたします。 
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 防府市では災害の後、検討委員会などで、行政の対応についてはさまざまな検討がされ、

今後の教訓として生かせるよう努力をしているわけであります。災害時の対応において、

復旧、捜索に御協力いただいた方への感謝も忘れてはならないわけであります。今からで

もできることがあれば、必要な行動を起こされるよう要望して、この項は終わります。 

○副議長（松村  学君）  次に、介護予防事業について、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  介護予防事業についての御質問にお答えいたします。 

 第１点目の、本市で行っている介護予防事業についてでございますが、まず、デイサー

ビス事業所などに委託して実施しております「はつらつ健康教室」がございます。これは、

１年に４カ所の公民館を、毎年場所を変えて、筋力アップ体操などを行っているものでご

ざいまして、６５歳以上で、体力や足腰に不安のある方を対象として実施しております。 

 今年度は既に終了いたしましたが、全体で６７人の参加者がございまして、内訳は男性

８人、女性５９人、年代別では６０代１９人、７０代３４人、８０代１１人、９０代３人

となっております。参加者からは、自宅でも体操を続けるようになったり、体の動きがよ

くなったなど、効果が認められる内容の御意見が寄せられております。 

 次に、社会福祉協議会に委託して実施しております２つの事業がございます。１つは、

市内各地で開かれている「ふれあい・いきいきサロン」に健康運動指導士を派遣し、介護

予防のために体を動かす機会を提供しようという、介護予防活動支援員派遣事業でござい

まして、２１年度は１月末現在で、延べ３４カ所、７９６人の方が参加されておられます。 

 もう１つは、市内１５カ所の公民館を会場とし、当該地域のひとり暮らし高齢者等を対

象に行っている「独居高齢者等転倒予防教室」でございまして、転倒予防に役立つ運動を

行っており、平成２１年度は、１月末現在で５３１人が受講されております。 

 以上のほかに、出前講座の形式で、市の保健師等が高齢者教室や各種活動グループの求

めに応じて運動指導を行っており、平成２１年度は１月末現在で３８回、参加者は１，

２１８人となっております。 

 次に、日野市にならって独自の健康体操を作成し、取り組んではいかがという御提案に

ついてでございますが、議員御指摘のとおり、元気なうちから健康体操に親しみ、それが

習慣化されれば、より高い介護予防効果が見込めると思われます。しかしながら、介護状

態に至る要因は、単に筋力、運動能力の衰えだけではなく、生活環境や病気に起因する場

合も考えられますので、運動習慣は、要介護にならないために必要なさまざまな保健対策

の中の１つであろうと思います。 

 日野市のように、６０歳からを対象とする健常者の体操教室は、介護予防の面だけでな

く、生活の充実感とか、仲間づくりの機会というようなニーズにもこたえる狙いもあるの
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ではないかと思われますが、本市におきましても、楽しみや生きがいといった観点からの

ダンス教室などは、既に民間や公民館活動においても盛んに行われておりますし、御質問

の１点目で説明させていただきましたように、本市の介護予防事業の中には、軽運動の指

導もございますので、日野市の状況も参考にさせていただきながら、より適切な事業展開

ができるよう、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。 

 第３点目の健康づくり事業として、大人用介護予防遊具を活用してはどうかとのお尋ね

でございますが、いきなり健康遊具を設置して新たな事業というわけにもまいりませんの

で、まずは向島運動公園に設置している健康遊具に類した「ヘルスビート」を利用して、

既に実施しております介護予防事業の教室等で、指導者の意見や受講者の意向等も踏まえ、

試験的に実施することについて検討してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  防府市が、介護予防については、本市では６５歳以上を対象

としているということについては、まずは老後の生活に不安を感じるようになった高齢者

が対象であるというふうに、ただいま部長、答弁されました。 

 日野市では、さわやか健康体操事業というので６０歳以上を対象としているのは、定年

後の時間的余裕、あるいは経済的余裕、この時期から介護予防に参加していただくことで

その効果が上がるという理由もある。まあ、年齢枠を広くすることで、参加者が多くなる

と、この事業自体の定着も多くなるということでございます。 

 高齢者の居場所づくりという意味合いもあるとは思うんですけれども、ダンス教室は民

間や公民館活動でも行われているというふうに言われましたが、日野市では、ジャズダン

ス風に感じただけであって、あくまで介護予防事業として行っているわけであります。老

後の生活に不安を感じる前の６０歳からの介護予防というのもあってもいいのではないか

なとは思うんですけれども、ただいまの答弁で、今後、研究をしてまいりますということ

でしたので、また、そういった意味合いも含めて検討をお願いしたいなと思います。 

 で、介護保険を守って支えていくためには、元気な高齢者が増えていくということが重

要であります。高齢者がやりがいを持って介護予防に励めるような新たな支援システムと

いうのは考えるべきではないかと思います。 

 壇上で述べましたような、防府市独自の健康体操を作成し、広く普及を図るということ

も、その支援システムの一つとは思いますので、これも今後の課題として、ぜひ検討して

いただきたいと思います。 

 で、大人用健康遊具についてですけども、まず現在、管理の問題等ありまして、使用中
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止としている公園遊具、あるいは最近までに撤去した遊具、最近ですね、撤去した遊具と

いうのが市内に何カ所ぐらいあるのか、これをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  公園遊具の撤去、更新の状況についてでございま

すが、公園遊具の２２年の３月１日現在でございます。都市公園や児童遊園、開発広場な

どに、現在９５の施設に計２５３基の遊具を設置しております。この中で、最近５年間の

実績で申し上げますと、撤去した遊具が３３基、新しく設けたものが１４基でございます。 

 以上です。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  ３３基撤去して、１４基新設したということで、それだけの

数が減っているということであります。最近、子どもも外でなかなか遊ばなくなったとい

うこともあるし、行政の管理責任というのが問われるということもありまして、こういう

結果になったのではないかなと思います。 

 まあ、公園に介護遊具を設置するということは、将来の課題として慎重に検討していく

ということも、部長の答弁でありましたけれども、私は平成１８年の６月議会で、桑山公

園に健康遊具設置を質問いたしました。そのとき市長から大変前向きな答弁をいただいた

経緯があります。そのときの質問で「桑山公園に高齢者の方々が散歩の合間に利用できる

高齢者向け健康遊具を設置してはいかがでしょうか」という質問をいたしましたところ、

市長からは「桑山公園は、散策やレクリエーション等に多くの市民の方が利用され、親し

まれている公園であります。このことから、どなたでも利用でき、特に高齢者が安全で気

軽に遊具を使うことで、介護予防にもつながるような遊具の設置について、早速検討して

まいりたいと思っております」、もちろんこのときに、向島の運動公園の遊具、あるいは

大平山の遊具についても市長から御紹介があったわけでございますが、その後の検討につ

いてはいかがでしょうか。わかっていることがあればお話しいただきたいと思います。 

○副議長（松村  学君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  議員の御指摘のとおり、平成１８年６月議会にお

きまして、桑山公園に健康遊具を設置する方向で検討する旨のお答えをしております。こ

のことから、当時関係部課で、設置に向けた検討を行っておりますが、健康遊具は高齢者

の方々が利用されることを考えますと、安全に利用していただくためには、健康講座のよ

うな事業を定期的に開催するなど、さまざまな方法により、遊具の使用方法等を広く周知

する必要があるというふうに感じております。 

 しかし、当時、健康遊具の指導員の配置とか、活用するメニュー作成など、利用方法の

－267－ 



面などから、準備不足の状態でございました。したがいしまて、当時、健康遊具を設置す

る方向で検討いたしましたが、このような状況の中から見送った次第でございます。 

 以上です。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 

○１７番（山根 祐二君）  見送って、見送ったままになっているという状況ということ

でございます。今、部長が言われましたように、事業として、こういったものを設けて専

門のトレーナーが指導しなければ、やはり事業として成立しないということはあると思い

ます。東京の日野市などでもそういった事業の進め方をしているわけであります。で、そ

ういった場合に、向島の運動公園とか、大平山の山頂とかの遊具を利用してというのはな

かなか難しいわけで、市役所から近いところ、あるいは市街地にある遊具などを使う場合

には、これも日野市の例なんですけども、一たんある場所、防府市で言えば市役所等に集

まっていただいて、血圧などの測定をした後、トレーナーとともにそういった健康遊具の

ある場所に行き、事業としてそれを継続してやっていくということもできるのではないか

と思います。 

 将来、健康遊具が設置されたとしても、それを使わなければ意味がないわけであります。

で、介護予防事業として、それが専門の指導員によって行われるということができれば、

その効果はより期待できるのではないかと思います。 

 で、今、御答弁いただいたように、そのメニューとか、その事業の内容については検討

する必要があると思いますけれども、必要であれば、日野市でなされたように、学識経験

者や市民の代表、あるいは運動に関する庁内の部署、職員等で構成する健康づくり委員会、

こういうのを実際、やっているわけですけども、を立ち上げて、期間を決め、介護予防の

積極的取り組みというのを検討してはいかがかなと思うのですが、この点についてお考え

をお聞かせください。 

○副議長（松村  学君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  委員会の立ち上げということでございますが、現在、

高齢者施策や介護事業に係ります事業運営全般につきましては、関係機関、団体、事業者

代表、学識経験者などで構成する「防府市高齢者保健福祉推進会議」に諮って進めており

まして、別途委員会の立ち上げというのは、ほかとのバランス上、困難であろうと思いま

す。まあ、専門の意見を聞くことはできますが、新たな委員会というのは難しいというふ

うに考えておりますので、必要が出てまいりましたら、この会議で審議していただくよう

になるのではないかというふうに思っております。 

○副議長（松村  学君）  １７番、山根議員。 
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○１７番（山根 祐二君）  もちろん、今ある専門委員会の中で検討していっていただけ

ればいいことだと思います。健康遊具の設置とあわせまして、そういったメニューをどう

するか、あるいは将来的に、もう介護予防事業をどうするかもあわせて、そういったとこ

ろでぜひ検討していっていただきたいなと思います。 

 高齢者の大幅な増加が予想される２０２５年は、もうすぐそこまで来ているわけであり

ます。行政としての対応もさまざまな場面を想定して、今から一歩一歩これを進めていか

なければなりません。ここにいる我々自身が、住みなれた防府で、安心して今後も暮らせ

るように、行政に携わる人間として努力していくことが必要であるということを、ともど

もに自覚してまいりたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○副議長（松村  学君）  以上で、１７番、山根議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────── 

○副議長（松村  学君）  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、これにて延

会することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会す

ることに決しました。お疲れさまでした。 

午後２時３８分 延会 

────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２２年３月９日 

 

             防府市議会 議長    行 重 延 昭 

 

             防府市議会副議長    松 村   学 

 

             防府市議会 議員    田 中 敏 靖 

 

             防府市議会 議員    木 村 一 彦 
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 平成２２年３月９日 

 

             防府市議会 議長    

 

             防府市議会副議長    

 

             防府市議会 議員    

 

             防府市議会 議員    
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